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紛
争
拡
大
と
争
点
先
取
り

報
道
内
容
の
分
析

一一

終
章第
一
節

第
二
節

メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
の
影
響

政
治
的
紛
争
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・3己)

第
三
章

事
例
検
証
|

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」

本
章
で
は
、
具
体
的
事
例
の
分
析
を
通
し
て
、
政
治
過
程
に
お
け
る
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
は
、

以
下
の
理
由
か
ら
、
こ
の
目
的
に
適
し
た
事
例
と
い
え
る
。
第
一
に
、
ゴ

ミ
問
題
の
よ
う
な
環
境
争
点
の
制
度
ア
ジ
ェ
ン
ダ
化
過
程
で
は
、
市
民
団

体
な
ど
、
十
分
な
政
治
的
資
源
を
持
た
な
い
集
団
が
イ
ニ
シ
エ
ー
タ
ー
と

な
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
ブ
ロ
ー
ド
ベ
ン
ト
が

G
/
E
ジ
レ

ン
マ
と
呼
ぶ
、
大
権
力
を
有
す
る
産
業
セ
ク
タ
ー
が
志
向
す
る
「
成
長
」

(
加

8
2
5
と
、
市
民
生
活
の
要
請
で
あ
る
「
環
境
」

(
g
=
sヨ
g円
)

の
間
の
、
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
が
あ
る
(
回
8
邑
Z
2
3混
-E-)。
前

述
の
通
り
、
非
政
治
エ
リ
ー
ト
集
団
に
と
っ
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
重

要
な
政
治
的
資
源
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
集
団
が
イ
ニ
シ
エ

l

(
以
上
、
本
号
)

タ
ー
と
な
る
紛
争
過
程
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
現
れ
や
す
い
。

第
二
に
、
数
あ
る
環
境
争
点
の
中
で
も
、
ゴ
ミ
問
題
は
特
に
市
民
生
活
に

直
接
的
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
々
に
関
心
を
持
た

れ
や
す
い
問
題
と
い
え
る
。
実
際
、
「
東
京
、
コ
ミ
戦
争
」
は
広
く
公
衆
の

関
心
を
集
め
、
そ
の
上
、
世
論
が
紛
争
の
展
開
に
影
響
す
る
結
果
と
な
っ

た
o

第
三
に
、
こ
の
事
例
で
は
、
政
策
決
定
者
に
よ
る
「
争
点
先
取
り
」

が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
有
効
に
機
能
し
た
。

松
田
市
一
日
即

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
顛
末
事
実
経
過

高
度
経
済
成
長
に
よ
る
ゴ
ミ
総
量
の
増
加
、
な
か
で
も
、
処
理
の
困
難

な
石
油
化
学
製
品
ゴ
ミ
の
急
増
は
、
日
本
の
ゴ
ミ
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
た
。

東
京
都
を
例
に
と
る
と
、
二
三
区
内
に
お
け
る
一
日
平
均
の
ゴ
ミ
排
出
量

北i去52(2・145)575
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一
九
六
五
年
時
点
で
は
七
九
O
コ
一
ト
ン
で
あ
っ
た
が
、
七
一
年
に
は

一
三
九
七
一
ト
ン
と
、
六
年
間
で
約
一
・
八
倍
に
増
加
し
て
い
た
。
さ
ら

に
、
こ
の
う
ち
焼
却
処
分
さ
れ
る
も
の
は
四
三
四
0
ト
ン
で
、
全
体
の
僅

か
コ
二
%
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
そ
の
ま
ま
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、

ゴ
ミ
埋
め
立
て
地
が
急
速
に
不
足
し
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ゴ
ミ
問
題
の
深
刻
化
を
背
景
に
、
全
国
で
「
ゴ
ミ
戦
争
」
が

発
生
す
る
。
こ
の
発
端
と
な
っ
た
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
は
、
紛
争
の
激
し

さ
と
規
模
の
大
き
さ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
や
公
衆
の
関
心
を
集
め
た
。
そ
の

注
目
度
の
高
さ
は
、
紛
争
期
間
中
に
、
ゴ
ミ
問
題
に
対
す
る
公
衆
の
関
心

が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
東
京
都
広
報
部
が
行
っ
た
都
市
生
活

に
関
す
る
都
民
へ
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
七
年
か
ら
七
O
年
ま

で
、
「
ゴ
ミ
対
策
」
は
都
政
へ
の
要
望
の
上
位
一

O
位
以
内
に
入
っ
て
い

な
い
が
、
七
二
一
、
七
四
年
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
位
、
七
位
と
な
っ
て
い
る

(
東
京
都
広
報
部
一
九
七
一
、
東
京
都
都
民
室
一
九
七
四
)
。
本
節

で
は
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
事
実
経
過
を
、
資
料
を
も
と
に
再
構
成
す

(
l
)
 

る。 lま

前
史
|
ゴ
ミ
埋
め
立
て
と
杉
並
清
掃
工
場

一
六
五
五
(
明
暦
元
)
年
、
現
東
京
都
江
東
区
に
公
設
の
ゴ
ミ
捨
て
場

が
設
置
さ
れ
た
。
以
来
三
O
O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
江
東
区
は
、
東
京

か
ら
排
出
さ
れ
る
ゴ
ミ
の
大
部
分
を
引
き
受
け
る
最
終
処
分
地
で
あ
り
続

け
て
き
た
。
一
九
五
七
年
に
は
、
江
東
区
内
の
海
上
に
建
設
さ
れ
た
「
夢

の
島
(
一
四
号
埋
め
立
て
地
そ
の
こ
と
へ
の
ゴ
ミ
投
棄
が
開
始
さ
れ
た
。

当
時
、
東
京
二
三
区
内
の
ゴ
ミ
処
理
行
政
は
東
京
都
の
所
管
で
あ
っ
た
。

東
京
都
は
「
夢
の
島
」
建
設
に
際
し
て
、
ゴ
ミ
公
害
を
発
生
さ
せ
な
い
こ

と
を
公
約
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
江
東
区
か
ら
建
設
許
可
を
得
て
い
た
。

し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
公
約
は
十
分
守
ら
れ
ず
、
周
辺
環
境
の
悪
化
が

ひ
き
お
こ
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
江
東
区
民
の
聞
に
は
東
京
都
に
対
す

る
不
信
感
が
生
じ
、
六
四
年
の
「
新
夢
の
島
(
一
五
号
埋
め
立
て
地
)
」

建
設
計
画
に
対
し
て
は
、
区
議
会
議
員
を
巻
き
込
ん
だ
反
対
運
動
が
起

こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
東
京
都
は
、
江
東
区
と
の
協
議
で
、
建
設
許
可
を

得
る
代
わ
り
に
、
「
新
夢
の
島
」
へ
の
埋
め
立
て
の
七
O
年
ま
で
の
終
了

と
以
降
の
全
量
焼
却
転
換
を
公
約
し
た
。
こ
の
方
針
は
、
六
五
年
に
起
き

(
2
)
 

た
「
ハ
エ
騒
動
」
の
時
に
も
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
清
掃
工
場
建
設
の

停
滞
な
ど
に
よ
り
、
結
局
こ
の
公
約
も
果
た
さ
れ
ず
、
埋
め
立
て
は
七
三

年
ま
で
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
も
江
東
区
は
、
東
京
都
の

謝
罪
と
再
公
約
を
受
け
入
れ
、
抗
議
を
中
断
し
た
。

他
方
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
も
う
一
つ
の
焦
点
と
な
る
杉
並
清
掃
工

場
建
設
計
画
の
起
源
は
、
一
九
三
一
九
年
の
内
務
省
告
示
に
遡
る
。
こ
の
告

北法52(2・146)576



政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能 (2・完)

示
に
よ
り
、
環
状
八
号
線
沿
い
に
九
つ
の
清
掃
工
場
を
建
設
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
。
こ
の
方
針
は
戦
後
も
持
続
し
、
六
五
年
、
杉
並
区
内
の
清

掃
工
場
建
設
候
補
地
二
一
ケ
所
が
選
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
建
設
地
が
高
井

戸
に
正
式
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
、
地
元
へ
の
事
前
説
明
が

一
切
な
か
っ
た
こ
と
、
決
定
の
背
景
に
他
の
候
補
地
の
政
治
的
圧
力
が

あ
っ
た
と
の
噂
が
流
れ
た
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
高
井
戸
住
民
が
強

く
反
発
、
決
定
発
表
の
五
日
後
に
は
「
杉
並
清
掃
工
場
高
井
戸
地
区
建
設

反
対
期
成
同
盟
」
(
以
下
、
反
対
同
盟
)
を
発
足
さ
せ
、
反
対
同
盟
を
中

心
と
す
る
地
元
住
民
の
強
硬
な
建
設
反
対
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
東
京
都
は
、
六
八
年
、
建
設
用
地
の
強
制
収
用
手
続
を
開
始
、
七
一

年
五
月
に
は
、
収
用
審
理
委
員
会
の
審
議
が
終
了
し
、
そ
の
裁
決
を
待
つ

だ
け
に
な
っ
て
い
た
。

第
一
期
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
(
一
九
七
一
年
九
月
1
一
九
七
二
年

一
一
月
一
五
日
)

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
発
端
は
、
七
一
年
八
月
の
東
京
都
と
江
東
区
の

協
議
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
東
京
都
は
、
新
夢
の
島
で
の
ゴ
ミ
埋
め
立
て
を

七
五
年
ま
で
再
延
長
す
る
旨
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
「
江

東
区
だ
け
が
都
市
の
ゴ
ミ
公
害
の
吹
き
だ
ま
り
に
さ
れ
る
の
は
ゴ
メ
ン

だ
」
(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、
九
/
二
六
)
と
、
江
東
区
民
の
不
満
が
爆

発
す
る
。
当
時
、
東
京
二
コ
一
区
か
ら
排
出
さ
れ
る
ゴ
ミ
の
約
七
割
が
、
一

日
五
0
0
0
台
以
上
の
ゴ
ミ
収
集
車
に
よ
っ
て
、
江
東
区
の
市
街
地
を
通

り
、
新
夢
の
島
へ
と
運
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
悪
臭
、
ハ
エ
、
ゴ
ミ

火
災
、
交
通
渋
滞
、
交
通
事
故
、
塵
芥
・
汚
汁
の
飛
散
な
ど
に
よ
り
、
江

東
区
民
の
生
活
環
境
は
著
し
く
害
さ
れ
て
い
た
(
津
川
一
九
九
三
、

四
七
頁
)
。

七
一
年
九
月
二
七
日
、
江
東
区
議
会
は
、
「
ゴ
ミ
持
ち
込
み
反
対
決
議
」

を
行
い
、
東
京
都
お
よ
び
他
区
に
対
す
る
「
公
開
質
問
状
」
の
送
付
を
決

定
し
た
。
「
公
開
質
問
状
」
は
、
東
京
都
に
対
し
て
は
、
①
江
東
区
が
ゴ

ミ
埋
め
立
て
に
よ
り
受
け
て
い
る
被
害
を
ど
う
考
え
る
か
、
②
各
区
の
ゴ

ミ
は
「
自
区
内
処
理
」
を
原
則
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
③
清
掃
工
場
の

新
増
築
に
反
対
し
て
い
る
地
区
に
ど
う
対
応
す
る
か
、
を
問
う
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
清
掃
工
場
を
持
た
な
い
区
に
対
し
て
は
、
①
「
自
区
内

処
理
」
に
賛
成
す
る
か
、
②
賛
成
の
場
合
工
場
建
設
に
協
力
す
る
か
、
反

対
の
場
合
そ
の
理
由
は
何
か
、
③
反
対
の
場
合
自
区
の
ゴ
ミ
を
ど
う
処
理

す
る
の
か
、
を
問
い
、
清
掃
工
場
を
持
つ
区
に
は
、
ゴ
ミ
処
理
問
題
を
二

三
区
全
体
の
問
題
と
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
に
つ
い
て
意
見
を

求
め
た
。
ま
た
、
こ
の
問
題
提
起
へ
の
対
応
が
不
十
分
な
場
合
に
は
、
ゴ

ミ
収
集
車
の
江
東
区
内
通
行
を
実
力
で
阻
止
す
る
こ
と
も
決
定
さ
れ
た
。

北j去52(2・147)577
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翌
二
八
日
、
美
濃
部
亮
吉
東
京
都
知
事
は
、
江
東
区
へ
の
応
答
と
ゴ
ミ

問
題
解
決
の
た
め
、
東
京
都
議
会
で
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
を
行
っ
た
。
一

O
月
に
入
る
と
、
東
京
都
は
、
江
東
区
が
提
案
し
た
「
自
区
内
処
理
」
方

式
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
杉
並
工
場
建
設
問
題
を
ゴ
ミ
問
題
解
決
の
た

め
の
最
重
要
課
題
と
し
た
。
一
一
月
、
江
東
区
は
、
東
京
都
の
対
策
案
を

不
十
分
と
し
て
、
ゴ
ミ
搬
入
の
実
力
阻
止
実
行
を
決
定
し
た
。
こ
の
搬
入

阻
止
は
、
東
京
都
に
よ
る
再
度
の
対
策
提
示
に
よ
り
中
止
さ
れ
た
。

他
方
、
東
京
都
が
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
解
決
の
鍵
を
握
る
と
し
た
杉
並

清
掃
工
場
建
設
問
題
は
、
「
戦
争
」
開
始
時
点
で
、
す
で
に
収
用
審
理
委

員
会
に
よ
る
用
地
の
強
制
収
用
の
裁
定
を
待
つ
だ
け
と
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
美
濃
部
都
知
事
は
対
話
に
よ
る
解
決
を
選
択
、
収
用
手
続
を
凍
結

し
、
高
井
戸
建
設
計
画
決
定
の
撤
回
と
適
地
再
検
討
を
約
束
し
た
う
え
で
、

七
二
年
四
月
、
反
対
同
盟
と
の
対
話
を
開
始
し
た
。
一

O
月
に
は
適
地
再

検
討
の
た
め
の
「
都
区
懇
談
会
」
(
以
下
、
都
区
懇
)
が
設
置
さ
れ
、
一

一
一
月
に
は
高
井
戸
を
含
む
新
候
補
地
五
ケ
所
が
再
選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
新
候
補
地
は
、
各
々
反
対
組
織
を
形
成
し
、
強
硬
な
反
対
運
動
を
展
開

し
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
問
、
杉
並
清
掃
工
場
建
設
問
題

に
進
展
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

第
二
期
|
杉
並
区
対
江
東
区
(
一
九
七
二
年
二
一
月
一
六
日
1
一
九

七
三
年
九
月
)
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七
二
年
末
、
杉
並
区
で
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
。
東
京
都
は
、
年
末

年
始
の
ゴ
ミ
増
加
へ
の
対
応
の
た
め
、
都
内
八
ヶ
所
に
臨
時
の
ゴ
ミ
積
替

所
を
設
置
し
、
そ
こ
に
処
理
前
の
ゴ
ミ
を
一
時
的
に
集
積
す
る
計
画
を
立

て
た
。
こ
の
人
ケ
所
の
う
ち
、
杉
並
区
和
田
堀
公
園
の
積
替
所
建
設
に
地

元
住
民
が
反
対
し
、
一
二
月
一
六
日
、
建
設
工
事
を
実
力
で
妨
害
し
た
の

で
あ
る
。
か
ね
て
か
ら
清
掃
工
場
建
設
の
停
滞
に
よ
り
杉
並
区
へ
の
反
発

を
強
め
て
い
た
江
東
区
は
、
改
め
て
杉
並
区
の
「
地
域
エ
ゴ
」
を
非
難
し
、

東
京
都
に
厳
格
な
対
応
を
求
め
る
と
と
も
に
、
同
区
か
ら
の
ゴ
ミ
搬
入
の

実
力
阻
止
を
決
定
し
た
。
二
一
一
日
朝
か
ら
こ
の
搬
入
間
止
が
実
行
さ
れ
、

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
は
、
江
東
区
対
杉
並
区
の
直
接
紛
争
へ
と
発
展
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
東
京
都
が
早
急
な
積
替
所
建
設
を
江
東
区
に
約
束
し
た
こ

と
で
、
同
日
一
二
時
一
二

O
分
、
江
東
区
の
搬
入
阻
止
は
中
止
さ
れ
た
。
結

局
、
積
替
所
は
杉
並
区
が
東
京
都
に
提
供
し
た
区
営
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
建
設

さ
れ
た
が
、
こ
の
騒
動
で
完
成
が
一
週
間
遅
れ
た
た
め
、
杉
並
区
内
の
ゴ

ミ
の
多
く
が
、
年
内
に
収
集
さ
れ
な
い
ま
ま
年
末
年
始
の
街
頭
に
積
み
残

さ
れ
た
。

七
三
年
四
月
、
ど
の
地
区
の
建
設
計
画
に
も
共
同
で
反
対
す
る
戦
略
を

と
っ
て
い
た
、
杉
並
区
の
五
候
補
地
の
建
設
反
対
派
(
以
下
、
杉
並
反
対



政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

派
)
が
、
都
区
懇
の
住
民
軽
視
の
姿
勢
を
非
難
し
、
共
同
で
絶
縁
状
を
提

(3) 

出
し
た
。
五
月
一
五
日
に
は
、
杉
並
反
対
派
の
一
部
が
都
区
懇
会
場
を
占

(
4
)
 

拠
し
、
こ
れ
を
流
会
に
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
れ
に
対
し
江
東

区
議
会
は
、
翌
一
六
日
、
杉
並
区
か
ら
の
ゴ
ミ
搬
入
実
力
阻
止
の
再
実
行

を
決
定
し
た
。
二
一
日
、
再
び
杉
並
反
対
派
が
午
前
と
午
後
の
二
度
に
わ

た
り
都
区
懇
会
場
占
拠
を
繰
り
返
す
と
、
二
一
一
日
、
江
東
区
は
搬
入
阻
止

を
実
行
し
た
。
ま
た
、
江
東
区
に
同
調
し
た
東
京
都
清
掃
労
働
組
合
も
杉

並
区
内
の
ゴ
ミ
収
集
を
拒
否
し
た
た
め
、
東
京
都
は
収
集
を
中
止
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
混
乱
の
最
中
、
二
三
日
に
は
、
都
区
懇
が
、
事

前
に
約
束
さ
れ
て
い
た
決
定
手
続
を
経
ぬ
ま
ま
、
杉
並
工
場
建
設
地
を
高

(5) 

井
戸
に
再
決
定
し
た
。
二
四
日
夜
、
知
事
が
江
東
区
議
会
の
全
員
協
議
会

に
出
席
し
、
九
月
末
ま
で
に
杉
並
清
掃
工
場
建
設
問
題
解
決
の
目
処
を
つ

け
る
こ
と
を
約
束
し
た
た
め
、
翌
二
五
日
午
後
、
搬
入
阻
止
は
一
時
中
止

さ
れ
た
。

四

第
三
一
期
終
戦
(
一
九
七
三
年
一

O
月
1
一
九
七
四
年
一
一
月
)

東
京
都
は
、
江
東
区
と
の
約
束
の
期
限
で
あ
っ
た
九
月
中
に
、
高
井
戸

反
対
派
と
の
対
話
を
進
展
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
七
三
年
一

O
月
一
目
、

江
東
区
は
、
東
京
都
に
新
た
な
公
開
質
問
状
を
送
付
し
、
江
東
区
で
の
ゴ

ミ
埋
め
立
て
全
面
実
力
阻
止
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、

東
京
二
三
区
全
体
の
ゴ
ミ
が
処
理
不
能
と
な
る
。
さ
ら
に
一

O
月
ゴ
二
日
、

江
東
区
は
五
月
以
来
一
時
中
止
し
て
い
た
杉
並
区
か
ら
の
ゴ
ミ
搬
入
阻
止

の
再
開
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
を
、
つ
け
て
東
京
都
は
、
反
対
同
盟
に
、
一
一

月
五
日
を
用
地
提
供
の
最
終
回
答
期
限
と
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。
五
日
、

反
対
同
盟
が
回
答
を
避
け
た
た
め
、
知
事
は
対
話
路
線
を
諦
め
強
硬
路
線

に
転
換
し
、
七
一
年
以
来
凍
結
さ
せ
て
い
た
強
制
収
用
手
続
を
再
開
し
て
、

収
用
審
理
委
員
会
の
裁
決
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
反
対
同
盟
は
法
廷
闘

争
に
訴
え
、
収
用
手
続
取
り
消
し
訴
訟
を
起
こ
し
た
。

七
四
年
に
入
り
、
収
用
手
続
取
り
消
し
訴
訟
、
お
よ
び
収
用
審
理
委
員

会
の
協
議
の
双
方
で
、
東
京
都
と
反
対
同
盟
が
和
解
に
達
し
た
。
一
一
月

二
一
日
の
最
終
和
解
で
は
、
建
設
計
画
か
ら
工
場
運
営
に
至
る
ま
で
の
住

民
参
ノ
加
、
有
害
物
質
の
総
量
排
出
規
制
、
住
民
の
操
業
差
し
止
め
請
求
権

な
ど
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
は
一
応
の
解

決
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
節

ア
ク
タ
ー
、
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成

ア
ク
タ
ー

北i:t52(2・149)579
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「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
関
わ
る
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
は
、
江
東
区
、
反

対
同
盟
、
東
京
都
の
三
者
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
の

組
織
、
目
的
、
資
源
、
戦
略
、
争
点
定
義
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
。

江
東
区

前
述
の
通
り
、
江
東
区
は
長
ら
く
東
京
二
三
区
内
の
ゴ
ミ
の
大
部
分
を

一
手
に
引
き
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
。
江
東
区
は
、
こ
の
状
況
に
対
し
て

異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
イ
子
ン
エ

l
タ
ー
で
あ
る
。
江
東
区
の
運
動
組

織
は
、
住
民
運
動
と
区
議
会
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。

「
下
町
は
山
の
手
の
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
」
(
『
戟
日
』
一
九
七
一
、
九
/

二
六
)
と
い
っ
た
意
見
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
域
間
格
差
の
意
識
と

結
び
つ
い
た
不
満
は
、
江
東
区
民
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
同
区
の
住

民
運
動
は
、
こ
う
し
た
不
満
を
背
景
に
、
ゴ
ミ
埋
め
立
て
反
対
運
動
を
主

導
し
た
。
こ
れ
に
同
調
す
る
多
く
の
区
議
会
議
員
に
よ
っ
て
、
運
動
は
公

的
政
治
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
得
た
。

こ
の
政
治
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
江
東
区
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
と

な
っ
た
。
た
と
え
ば
区
議
会
は
、
東
京
都
と
の
直
接
交
渉
を
行
い
、
あ
る

い
は
「
ゴ
ミ
持
ち
込
み
反
対
決
議
」
と
「
公
開
質
問
状
」
の
送
付
に
よ
っ

て
知
事
の
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
を
引
き
出
す
な
ど
、
都
や
他
区
へ
の
ア
ク

セ
ス
・
ル
ー
ト
を
形
成
し
た
。

た
だ
し
、
江
東
区
の
運
動
の
本
質
は
、
あ
く
ま
で
区
民
に
よ
っ
て
主
導

さ
れ
た
住
民
運
動
に
あ
る
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
関
わ
る
江
東
区
議
会

の
行
動
は
、
住
民
の
要
求
に
対
す
る
政
治
的
な
配
慮
か
ら
行
わ
れ
た
も
の

が
多
い
。
た
と
え
ば
、
七
一
年
一
一
月
、
江
東
区
議
会
が
一
度
は
ゴ
ミ
搬

入
の
実
力
阻
止
を
決
定
し
な
が
ら
、
そ
の
実
行
を
中
止
し
た
こ
と
に
対
す

る
住
民
の
不
満
は
大
き
く
、
こ
れ
が
区
議
会
へ
の
大
き
な
圧
力
と
な
っ
て
、

翌
年
末
の
搬
入
阻
止
が
行
わ
れ
た
(
『
朝
日
』
一
九
七
二
、
二
一
/
二
八
)

0

ま
た
、
七
三
年
五
月
の
搬
入
阻
止
に
際
し
で
も
、
当
初
江
東
区
議
会
は
、

告
示
が
一
ヵ
月
後
に
迫
っ
て
い
た
東
京
都
議
会
選
挙
へ
の
配
慮
か
ら
消
極

的
な
態
度
を
示
し
た
が
、
区
民
か
ら
の
強
い
要
求
に
押
さ
れ
、
結
局
実
行

に
踏
み
切
っ
て
い
る
。

江
東
区
の
運
動
戦
略
は
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
開
始
時
点
で
す
で
に
明

ら
か
で
あ
る
。
ゴ
ミ
公
害
解
決
の
た
め
の
長
年
に
わ
た
る
直
接
交
渉
に
反

し
て
、
東
京
都
に
公
約
を
二
度
も
破
棄
さ
れ
た
江
東
区
議
会
は
、
都
お
よ

び
他
区
へ
「
公
開
質
問
状
」
を
送
付
し
た
。
こ
こ
で
江
東
区
は
、
従
来
の

直
接
交
渉
戦
略
の
限
界
を
認
識
し
、
「
二
十
三
区
全
体
の
問
題
に
し
な
け

れ
ば
根
本
的
な
解
決
に
な
ら
な
い
」
(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、
一

O

/
二
)

と
、
都
民
一
般
を
巻
き
込
む
「
紛
争
拡
大
戦
略
」
へ
の
転
換
を
図
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
戦
略
転
換
に
よ
っ
て
、
江
東
区
の
要
求
は
、
都
民
の
関
心

が
集
ま
る
中
、
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
制
度
ア
ジ
ェ
ン
ダ
化
さ
れ
、
「
東

北法52(2・150)580
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京
ゴ
ミ
戦
争
」
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
江
東
区
は
「
公
開
質
問

状
」
の
中
で
、
ゴ
ミ
問
題
の
本
質
を
ゴ
ミ
処
理
に
関
わ
る
「
地
域
間
格
差
」

と
す
る
争
点
定
義
を
示
し
、
「
迷
惑
の
公
平
な
負
担
」
「
平
等
」
「
自
治
」

と
い
っ
た
価
値
の
実
現
を
求
め
た
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
が
、
新
た
な
ゴ
ミ
処

理
方
式
と
し
て
提
案
さ
れ
た
「
自
区
内
処
理
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
式
は
、

ゴ
ミ
を
発
生
区
内
で
処
理
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
地
域
間
格
差
」

が
是
正
さ
れ
る
。
江
東
区
は
、
「
紛
争
拡
大
戦
略
」
を
と
り
、
「
地
域
間
格

差
」
と
い
う
争
点
定
義
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
自
区
内
処
理
」
を
強
調
し

た
の
で
あ
る
。

-
反
対
同
盟

も
う
一
つ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
タ
ー
で
あ
る
杉
並
清
掃
工
場
高
井
戸
地
区
建

設
反
対
期
成
同
盟
(
反
対
同
盟
)
は
、
高
井
戸
地
区
の
住
民
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
住
民
運
動
組
織
で
あ
る
。
反
対
同
盟
は
、
一
九
六
六
年
の
高
井

戸
清
掃
工
場
建
設
計
画
決
定
以
来
、
一
貫
し
て
こ
れ
に
反
対
し
続
け
た
。

計
画
決
定
の
撤
回
と
候
補
地
再
選
定
が
な
さ
れ
、
五
つ
の
新
候
補
地
の

各
々
で
工
場
建
設
反
対
組
織
が
形
成
さ
れ
た
後
も
、
反
対
同
盟
は
、
杉
並

反
対
派
の
中
心
的
な
勢
力
で
あ
っ
た
。

高
井
戸
地
区
は
、
歴
史
的
に
は
、
旧
新
宿
内
藤
家
に
連
な
る
内
藤
一
族

の
土
地
で
あ
っ
た
。
向
一
族
の
当
主
は
、
代
々
内
藤
庄
右
衛
門
を
名
乗
っ

て
い
た
。
工
場
建
設
予
定
地
は
、
四
八
%
が
内
藤
庄
右
衛
門
氏
の
土
地
で

(6) 

あ
り
、
ま
た
内
藤
一
族
の
所
有
地
が
八
割
を
占
め
て
い
た
。
反
対
同
盟
の

中
に
は
、
庄
右
衛
門
氏
と
の
血
縁
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
内
藤
姓
が
多
く

い
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
地
縁
・
血
縁
的
一
体
性
の
一
方
で
、
新
た
に
同

地
区
に
移
り
住
む
住
民
も
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
藤
井
丙
午
、

松
本
清
張
、
宮
本
顕
治
、
平
井
勇
と
い
っ
た
著
名
人
・
文
化
人
も
含
ま
れ

(7) 

て
い
た
。

反
対
同
盟
は
、
強
度
の
高
い
組
織
力
・
動
員
力
を
備
え
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
資
源
を
利
用
す
る
戦
術
を
得
意
と
し
て
い
た
(
杉
並
正
用
記
念
財
団

一
九
八
三
参
照
)

0

た
と
え
ば
、
六
八
年
に
は
、
収
用
手
続
に
関
わ
る

東
京
都
の
立
ち
入
り
測
量
を
実
力
で
妨
害
し
、
そ
の
後
の
運
動
に
お
い
て

も
、
見
張
小
屋
を
設
置
し
サ
イ
レ
ン
で
呼
集
を
か
け
る
な
ど
、
「
第
二
の

成
田
闘
争
も
辞
さ
な
い
」
(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、

戦
術
を
示
し
て
い
る
。

一
一
/
九
)
と
の
運
動

高
井
戸
地
区
は
、
工
場
建
設
計
画
決
定
以
前
に
は
、
公
的
政
治
制
度
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
高
井
戸
建
設
計
画
決
定

(8) 

の
一
因
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
、
反

対
同
盟
に
受
け
継
が
れ
た
。
そ
の
原
因
は
、
同
地
区
の
閉
鎖
性
に
求
め
ら

れ
よ
う
。
こ
こ
で
の
閉
鎖
性
と
は
、
地
域
内
で
は
強
固
な
一
体
性
と
組
織

性
を
持
つ
反
面
、
地
域
外
へ
の
関
心
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

北j去52(2・151)581 



研究ノート

こ
の
た
め
反
対
同
盟
は
、
運
動
に
特
定
の
党
派
性
が
入
り
込
む
こ
と
を
嫌

い
、
政
党
か
ら
の
援
助
を
断
る
な
ど
、
外
部
か
ら
の
支
援
を
利
用
し
よ
う

と
し
な
か
っ
た
(
大
住
一
九
七
二
、
二
三
四
l
二
三
六
頁
)
。
反
対
同

盟
は
、
紛
争
の
環
境
を
形
成
す
る
公
衆
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
関
心
が

低
く
、
政
治
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
獲
得
や
「
紛
争
拡
大
」
を
目
指
す
戦
略

的
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

反
対
同
盟
の
異
議
申
し
立
て
の
動
機
は
、
地
元
へ
の
事
前
説
明
な
し
に

行
わ
れ
た
決
定
へ
の
反
発
と
、
公
害
の
恐
れ
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
予
定

地
が
駅
前
の
一
等
地
で
あ
り
、
ま
た
小
学
校
が
近
い
こ
と
か
ら
、
地
域
発

展
や
教
育
環
境
へ
の
悪
影
響
も
懸
念
さ
れ
た
。
反
対
同
盟
が
掲
げ
た
争
点

定
義
は
、
「
決
定
手
続
の
非
民
主
性
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
同

盟
は
、
結
成
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
争
点
定
義
を
掲
げ
、
組
織
的
運
動
に

よ
っ
て
、
東
京
都
に
対
し
高
井
戸
建
設
計
画
の
撤
回
を
求
め
て
い
た
。

-
東
京
都

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
政
策
決
定
者
の
立
場
に
あ
っ
た
の
は
、

知
事
を
含
む
東
京
都
の
行
政
機
構
で
あ
る
。
通
常
、
清
掃
行
政
は
各
市
町

村
の
管
轄
業
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ゴ
ミ
戦
争
」
当
時
、
東
京
二
三
一
区

内
の
清
掃
行
政
に
関
す
る
権
限
は
、
特
別
区
制
に
よ
り
東
京
都
に
属
し
て

い
た
。
東
京
都
の
清
掃
行
政
の
中
心
は
清
掃
局
で
あ
っ
た
が
、
ゴ
ミ
問
題

が
深
刻
化
し
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
へ
と
至
る
中
で
、
美
濃
部
都
知
事
が
ゴ

ミ
処
理
行
政
に
関
わ
る
政
策
決
定
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
る
。
知
事
は
、

「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
に
よ
っ
て
、
ゴ
ミ
処
理
問
題
に
関
わ
る
諸
争
点
を
「
ゴ

ミ
戦
争
」
と
い
う
枠
組
の
中
に
位
置
付
け
、
公
衆
の
関
心
を
喚
起
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
ら
の
解
決
に
有
利
な
環
境
の
創
出
を
図
っ
た
。

ゴ
ミ
問
題
に
対
す
る
知
事
の
争
点
定
義
は
、
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
の
中

に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
知
事
は
、
宣
言
の
中
で
、
ゴ
ミ
問
題
は
「
高
度
成

長
政
策
の
も
た
ら
し
た
ひ
ず
み
」
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
資
本
主
義
経
済
、

高
度
産
業
化
社
会
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
政
府
に
「
廃
棄
物
の
処
理

技
術
の
開
発
と
、
処
理
方
法
の
な
い
生
産
物
に
対
す
る
生
産
制
限
お
よ
び

生
産
者
の
廃
品
回
収
義
務
」
の
確
立
を
求
め
る
と
と
も
に
、
「
清
掃
工
場

(
9
)
 

と
埋
立
処
理
場
の
建
設
を
強
力
に
推
進
」
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ

(
叩
)

こ
で
ゴ
ミ
問
題
は
、
「
排
出
抑
制
」
と
、
「
処
理
施
設
建
設
」
の
、
二
つ
の

争
点
定
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
o

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
東
京
都
は
、
こ

の
「
処
理
施
設
建
設
」
に
基
づ
き
、
「
自
区
内
処
理
」
を
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
利
用
し
、
「
杉
並
焦
点
化
戦
略
」
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
で
、

杉
並
清
掃
工
場
建
設
問
題
に
は
、
「
ゴ
ミ
戦
争
」
解
決
の
鍵
と
い
う
、
新

た
な
争
点
定
義
が
与
え
ら
れ
た
。

美
濃
部
都
知
事
の
政
治
手
法
の
特
徴
は
、
一
貫
し
た
対
話
・
参
加
の
重

(
日
)

視
に
あ
る
。
被
選
挙
政
治
家
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
美
濃
部
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に
と
っ
て
、
公
衆
は
極
め
て
重
要
な
準
拠
集
団
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
世

論
が
、
知
事
の
決
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
政

治
姿
勢
は
、
結
果
的
に
従
来
の
政
策
を
変
更
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
。

対
話
解
決
の
た
め
の
高
井
戸
計
画
決
定
撤
回
は
、
こ
の
一
例
と
い
え
る
。

ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
過
程

政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
過
程
は
、
一
九
七
一
年
、
江

東
区
の
「
紛
争
拡
大
戦
略
」
へ
の
転
換
に
よ
り
始
ま
っ
た
。
こ
の
ア
ジ
エ

ン
ダ
形
成
過
程
に
お
い
て
、
特
定
の
争
点
定
義
が
広
く
受
容
さ
れ
た
こ
と

で
、
各
ア
ク
タ
ー
に
対
す
る
公
衆
の
見
方
は
固
定
さ
れ
、
以
後
の
紛
争
の

展
開
が
方
向
づ
け
ら
れ
た
。

「
自
区
内
処
理
」
原
則

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
江
東
区
が
提
案
し
た
「
白
区
内
処

理
」
方
式
が
、
広
く
支
持
を
集
め
原
則
化
さ
れ
た
。
旧
来
の
「
広
域
処
理
」

方
式
に
は
、
確
か
に
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
し
た
。
第
一
に
、
処
理

施
設
建
設
に
伴
、
つ
不
利
益
が
、
処
理
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
特
定
地
域
に
集
中
し
、

地
域
間
格
差
が
生
じ
る
。
第
二
に
、
モ
ー
タ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
に
よ
る
交
通

事
情
の
悪
化
に
伴
い
、
ゴ
ミ
を
遠
隔
の
処
理
施
設
ま
で
運
搬
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
っ
た
。
ま
た
、
処
理
施
設
周
辺
に
多
数
の
収
集
車
が
集
中
す
る

た
め
、
交
通
事
故
の
危
険
が
高
ま
る
。
第
一
一
一
に
、
住
民
の
反
対
に
よ
り
、

大
規
模
処
理
施
設
の
建
設
が
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
広
域
処

理
」
に
は
、
施
設
の
集
中
と
大
規
模
工
場
の
建
設
に
よ
り
、
処
理
コ
ス
ト

抑
制
と
公
害
対
策
の
充
実
が
可
能
に
な
る
な
ど
、

在
し
た
。

一
定
の
メ
リ
ッ
ト
も
存

本
来
、
「
自
区
内
処
理
」
と
「
広
域
処
理
」
の
優
劣
は
、
ア
・
プ
リ
オ

リ
に
定
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
「
広
域
処
理
」
の
失
敗
は
、
「
こ
の
方
式
そ

の
も
の
に
致
命
的
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
従
来
の
そ
の
利
用

の
仕
方
に
L

(

寄
本
一
九
七
二
一
、
六
八
頁
)
原
因
が
あ
っ
た
。
適
切
な

処
理
方
式
は
、
個
別
的
状
況
や
細
か
な
運
営
方
法
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
両
方
式
の
優

劣
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
検
討
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

江
東
区
は
、
「
公
開
質
問
状
」
の
中
で
、
「
白
区
内
処
理
」
方
式
を
提
案

し
た
。
東
京
都
は
、
回
答
の
中
で
、
こ
の
方
式
を
新
た
な
ゴ
ミ
処
理
の
基

本
方
針
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
自
区
内
処
理
」
方
式
は
、
江
東
区
と
東

京
都
と
い
う
主
た
る
二
ア
ク
タ
ー
か
ら
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
強
く
支
持
さ
れ

た
こ
と
で
、
争
点
と
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
な
く
原
則
化
さ
れ
た
。
こ
の
シ

ン
ボ
ル
の
普
及
に
よ
り
、
「
広
域
処
理
」
は
選
択
肢
か
ら
実
質
的
に
排
除

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
白
区
内
処
理
」
原
則
を
提
示
し
た
江
東
区
と
、
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そ
れ
を
受
け
入
れ
た
東
京
都
が
、
広
く
支
持
を
集
め
る
一
方
で
、
清
掃
工

場
建
設
に
反
対
す
る
集
団
は
、
自
己
の
特
殊
利
益
の
た
め
に
「
広
域
処
理
」

を
志
向
し
、
改
革
を
阻
む
集
団
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

も
っ
と
も
、
江
東
区
と
東
京
都
が
同
一
の
シ
ン
ボ
ル
を
採
用
し
た
事
実

は
、
両
者
の
争
点
定
義
の
一
致
を
意
味
し
な
い
。
都
の
回
答
の
中
で
一
不
さ

れ
て
い
る
具
体
的
政
策
は
清
掃
工
場
建
設
で
あ
り
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ

て
は
「
広
域
処
理
」
方
式
を
残
す
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、

東
京
都
の
「
自
区
内
処
理
」
方
式
支
持
は
、
江
東
区
が
要
求
す
る
「
地
域

間
格
差
」
解
消
を
目
的
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
東
京
都
は
、

江
東
区
が
提
案
し
た
「
白
区
内
処
理
」
方
式
を
、
自
ら
の
争
点
定
義
で
あ

る
「
処
理
施
設
建
設
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
流
用
し
、
盛
り
上
が
る
世
論

と
江
東
区
の
圧
力
を
利
用
し
て
、
各
地
で
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
清
掃
工
場

建
設
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
杉
並
問
題
」
の
焦
点
化

一
九
六
六
年
に
計
画
さ
れ
た
高
井
戸
の
清
掃
工
場
建
設
は
、
決
定
当
初

か
ら
住
民
の
強
硬
な
反
対
に
あ
い
、
着
工
の
目
処
が
立
た
な
か
っ
た
。
七

一
年
の
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
発
生
ま
で
の
問
、
反
対
同
盟
と
東
京
都
の
関

係
は
膝
着
状
態
に
あ
り
、
目
立
っ
た
変
化
は
、
強
制
収
用
手
続
を
終
了
直

前
で
停
止
す
る
と
い
う
、
東
京
都
の
戦
術
転
換
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
美
濃
部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ァ
プ
の
結
果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
反
対
同
盟

は
、
こ
の
間
、
紛
争
を
主
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
杉
並
問
題
」
は
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
開
始
に
よ
っ
て
新
た
な
局
面
を

迎
え
る
。
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
も
、
東
京
都
で
あ
っ
た
。
都
は
、

「
杉
並
問
題
」
を
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
解
決
の
鍵
と
い
う
都
民
全
体
の

問
題
と
し
て
再
定
義
し
焦
点
化
す
る
こ
と
で
、
有
利
に
展
開
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
本
来
「
杉
並
問
題
」
は
、
反
対
同
盟
と
東
京
都
の
紛
争
で
あ
り
、

江
東
区
と
東
京
都
の
紛
争
で
あ
っ
た
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
と
は
、
直
接
的

関
係
の
な
い
争
点
で
あ
る
。
実
際
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
「
杉

並
問
題
」
は
、
江
東
区
お
よ
び
東
京
都
双
方
に
と
っ
て
、
多
数
存
在
す
る

関
連
争
点
の
一
つ
で
し
か
な
か
っ
た
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
開
始
当
初
、

江
東
区
は
、
東
京
都
の
責
任
を
追
及
す
る
一
方
で
、
清
掃
工
場
を
持
た
な

い
区
に
対
し
て
「
白
区
内
処
理
」
を
要
求
し
た
。
そ
の
中
で
杉
並
区
は
、

他
区
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
、
ゴ
ミ
問
題
を
め
ぐ

る
東
京
都
の
具
体
的
政
策
課
題
は
、
清
掃
工
場
に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
も

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
当
時
東
京
都
が
計
画
し
て
い
た
清
掃
工
場
の
新

増
築
に
対
し
て
は
、
杉
並
区
の
他
、
足
立
区
、
葛
飾
区
で
も
反
対
運
動
が

起
こ
っ
て
お
り
、
自
区
内
に
全
く
ゴ
ミ
処
理
能
力
を
持
た
な
い
区
も
、
杉

並
区
を
含
め
九
区
あ
っ
た
。
さ
ら
に
東
京
都
は
、
七
二
年
に
、
そ
れ
ま
で

清
掃
工
場
建
設
計
画
の
な
か
っ
た
区
に
、
新
た
に
二
二
工
場
の
建
設
を
決
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政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

定
し
、
こ
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
都
は
、
七
一
年
一

O
月
五
日
に
は
、
「
杉

並
焦
点
化
戦
略
」
を
と
り
始
め
て
い
る
(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、
一

O

/

六
)
。
ゴ
ミ
問
題
に
関
わ
る
諸
課
題
の
中
か
ら
「
杉
並
問
題
」
を
選
択
し
、

江
東
区
の
抗
議
を
利
用
し
て
、
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「
杉
並
問
題
」
は
、
上
述
の
「
白
区
内
処
理
」
と
並
ん
で
、
「
処

理
施
設
建
設
」
と
い
う
東
京
都
の
争
点
定
義
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
反
対
同
盟
は
、
六
六
年
の
運
動
開
始
か
ら
基
本
方
針
や

争
点
定
義
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
「
杉
並
問
題
」
を
有
利
に

方
向
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
「
白
区
内
処

理
」
の
原
則
化
と
栢
侠
っ
て
、
「
杉
並
問
題
」
が
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
解

決
の
鍵
を
握
る
と
い
う
東
京
都
の
主
張
は
、
公
衆
に
広
く
支
持
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
江
東
区
の
抗
議
も
、
徐
々
に
東
京
都
か
ら
逸
ら
さ
れ
、

「
戦
争
」
解
決
を
阻
ん
で
い
る
と
さ
れ
た
杉
並
区
へ
と
集
中
し
て
い
っ
た
。

東
京
都
は
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
際
し
、
「
江
東
区
対
杉
並
区
」
の
紛
争

を
誘
発
・
利
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
争
点
を
隠
蔽
す
る
こ
と
で
、
「
杉

並
問
題
」
の
解
決
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

-
反
対
同
盟
の
失
敗

東
京
都
と
江
東
区
が
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
期
に
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の

展
開
を
主
導
し
た
の
に
対
し
、
反
対
同
盟
は
、
そ
の
展
開
に
独
自
の
影
響

力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
反
対
同
盟
に
、
状
況

改
善
の
た
め
の
戦
略
的
行
動
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

紛
争
に
参
加
し
て
い
な
い
集
団
や
公
衆
、
お
よ
び
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど

を
利
用
す
る
こ
と
へ
の
無
関
心
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
紛

争
環
境
の
軽
視
と
内
部
組
織
の
強
固
さ
は
、
前
述
の
地
域
特
性
と
と
も
に
、

反
対
同
盟
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
誘
発
し
、
否
定
的
な
反
応

を
引
き
出
す
結
果
と
な
っ
た
。
反
対
同
盟
に
つ
い
て
の
報
道
は
、
批
判
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
も
の
が
多
く
、
特
に
初
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
傾
向
が
強

(ロ)

く
見
ら
れ
る
(
「
朝
日
』
一
九
六
九
、
八
/
七
)
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
開

始
後
も
、
こ
の
傾
向
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
反
対
同
盟

の
運
動
に
つ
い
て
は
、
「
地
主
の
地
価
上
げ
運
動
」
「
地
域
エ
ゴ
」
と
い
っ

た
見
方
が
多
か
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
は
、
「
決
定
手
続
の
非
民
主
性
」
と
い
う
反
対

同
盟
の
争
点
定
義
が
公
衆
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
反
対
同
盟
は
不

利
な
環
境
の
中
で
運
動
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
一
九
七

二
年
二
一
月
と
七
三
年
五
月
の
二
度
に
わ
た
る
、
江
東
区
に
よ
る
杉
並
区

か
ら
の
ゴ
ミ
搬
入
阻
止
は
、
江
東
区
民
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
都
民
の
共
感

を
得
た
。
そ
れ
に
対
し
、
搬
入
阻
止
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
杉
並
区
民
の
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怒
り
は
、
そ
の
多
く
が
江
東
区
よ
り
も
杉
並
反
対
派
へ
と
向
け
ら
た
。
こ

う
し
て
江
東
区
対
杉
並
区
の
紛
争
は
、
実
質
的
に
全
都
民
対
杉
並
反
対
派

の
紛
争
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
杉
並
反
対
派
が
世
論
の
支
持

を
得
ら
れ
ず
孤
立
す
る
中
で
、
七
三
年
一
一
月
、
美
濃
部
は
、
自
ら
が
主

張
し
続
け
て
き
た
対
話
路
線
を
破
棄
し
強
制
収
用
を
再
開
す
る
と
い
う
、

一
大
転
換
を
実
行
し
得
た
の
で
あ
る
。

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
反
対
阿
盟
の
運
動
に
有
利
な
環
境

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
反
対
同
盟
が
運
動
を
七
四
年
末
ま
で
継

続
し
得
た
の
は
、
美
渡
部
都
知
事
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
対
話
路
線

の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
が
否
定
的
な
世
論
の
中
で
放
棄
さ
れ
た
時
、

反
対
同
盟
に
は
、
清
掃
工
場
建
設
を
阻
止
す
る
手
段
は
残
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

第

節

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
展
開
は
、
ア
ジ
エ
ン
ダ

形
成
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
戦
略
転
換
や
特
定
の
争
点
定
義
・
シ
ン

ボ
ル
の
普
及
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
過
程
に
お
け
る

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

紛
争
拡
大
と
争
点
先
取
り
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江
東
区
は
、
自
ら
の
要
求
を
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化
す
る
た
め
、
東
京
都

に
と
っ
て
の
準
拠
集
団
で
あ
る
都
民
に
、
紛
争
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。

そ
れ
ま
で
、
江
東
区
の
運
動
が
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
(
日
)

た
が
、
こ
の
「
紛
争
拡
大
戦
略
」
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
た
。

江
東
区
は
、
こ
の
戦
略
に
よ
っ
て
、
マ
ス
e

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
公
衆
の

関
心
を
喚
起
し
、
自
ら
の
要
求
の
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化
を
図
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
事
例
の
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
構
築
は
、
こ
の
「
紛
争

拡
大
戦
略
」
だ
け
で
は
十
分
説
明
し
き
れ
な
い
。
知
事
は
、
「
公
開
質
問

状
」
送
付
の
翌
日
に
は
、
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
九
日
後
、
宣
言
の
内
容
に
沿
っ
た
回
答
を
自
ら
江
東
区
議
会
に
届
け

て
い
る
。
こ
の
対
応
の
早
さ
は
、
江
東
区
の
要
求
の
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化

が
、
公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
政
策
決
定
者
た
る
東
京
都
は
、
公
衆
が
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
認
知
を
行

う
前
に
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
り
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
を
構
築
し

(
日
比
)

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
東
京
都
の
「
争
点
先
取
り
」
が
見
ら
れ
る
。

第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
紛
争
拡
大
」
と
「
争
点
先
取
り
」
は
、
ど

ち
ら
も
政
治
過
程
に
お
い
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
機
能
す
る
こ
と
で
可
能

に
な
る
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
で
は
、
こ
れ
ら
に
よ
り
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア



の
報
道
が
大
幅
に
増
加
す
る
と
と
も
に
、
公
衆
の
関
心
は
高
ま
っ
た
。
ま

た
、
こ
う
し
て
紛
争
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
世
論
の
影
響
力
も
増
大
し
て

い
っ
た
。報

道
内
容
の
分
析

政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

以
下
で
見
る
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
独
自
の
バ
イ
ア
ス
に
基

づ
く
報
道
に
よ
り
、
公
衆
の
認
識
や
態
度
を
規
定
し
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」

の
展
開
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
シ
ン
ボ
ル
、
「
白
区
内

処
理
」
と
「
杉
並
問
題
」
が
普
及
す
る
過
程
に
お
け
る
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
影
響
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

「
自
区
内
処
理
」

前
述
の
通
り
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
「
白
区
内
処
理
」
方

式
が
原
則
化
さ
れ
た
た
め
に
、
処
理
方
式
に
関
わ
る
問
題
は
紛
争
か
ら
排

除
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
処
理
方
式
を
め
ぐ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道

内
容
を
分
析
す
る
。
対
象
と
す
る
素
材
は
、
一
九
七
O
年
か
ら
七
四
年
ま

で
の
問
に
『
朝
日
新
聞
』
の
全
国
版
お
よ
び
東
京
版
に
掲
載
さ
れ
た
、
「
東

(
日
)

京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
関
す
る
二
O
四
件
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

「広域処理」
2件
3% 

「白区内処理J
54件
84% 

両方式に
言及

8 l'牛
13% 

グラフ l…アジェンダ形成期の処理方
式別新聞記事件数

(三紙合計、計64件)

処
理
方
式
に
言
及
し
て
い
る
記

事
は
四
二
件
で
あ
っ
た
。
そ
の

中
で
「
広
域
処
理
」
に
言
及
し

て
い
る
も
の
は
僅
か
五
件
で
、

そ
れ
ら
全
て
が
「
白
区
内
処
理
」

に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
五

件
の
う
ち
、
「
広
域
処
理
」
へ

の
支
持
の
存
在
を
一
不
す
も
の
は

一
件
で
あ
り
、
こ
の
中
で
は
、

反
対
同
盟
が
こ
の
方
式
を
東
京

一
九
七
二
、
四
/

都
に
要
求
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
『
朝
日
』

二
O
)
o
そ
の
他
で
は
、
止
む
を
得
な
い
場
合
に
「
広
域
処
理
」
を
部
分

的
に
選
択
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
、
東
京
都
の
初
期
方
針
が
一
不
さ
れ

て
い
る
記
事
が
一
件
(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、
一

O

/
八
)
。
「
広
域
処
理
」

と
い
う
選
択
肢
が
存
在
す
る
こ
と
の
み
を
一
示
す
記
事
が
一
件
(
『
朝
日
』

一
九
七
三
、
五
/
二
五
)

0

過
去
の
破
綻
し
た
方
式
と
し
て
紹
介
す
る
記

事
が
二
件
で
あ
っ
た
(
『
朝
日
』
一
九
七
三
、
五
/
二
二
、
六
/
六
)
。

残
り
三
七
件
は
全
て
「
白
区
内
処
理
」
の
み
に
言
及
す
る
も
の
で
、
そ
の

多
く
が
、
こ
れ
を
東
京
都
の
新
た
な
処
理
方
針
の
原
則
と
し
て
報
じ
て
い

る。
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こ
れ
を
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
期
に
限
る
と
、
記
事
一

O
O
件
中
、
処
理
方

式
へ
の
言
及
が
あ
る
も
の
が
一
九
件
で
、
「
広
域
処
理
」
に
触
れ
て
い
る

記
事
は
二
件
の
み
と
な
る
。
こ
の
処
理
方
式
の
報
道
に
つ
い
て
見
ら
れ
る

明
ら
か
な
偏
り
は
、
『
朝
日
新
聞
』
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
『
読

売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
期
の
記
事
一

O
一
件
に
つ
い

て
見
る
と
、
処
理
方
式
に
触
れ
て
い
る
二
八
件
の
う
ち
、
「
広
域
処
理
」

に
触
れ
て
い
る
の
は
僅
か
三
件
で
、
こ
の
全
て
が
「
自
区
内
処
理
」
に
も

言
及
し
て
い
る
。
『
毎
日
新
聞
』
で
は
、
こ
の
期
間
内
の
九
人
件
の
記
事

中
、
処
理
方
式
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
は
一
七
件
で
、
「
広
域
処
理
」

に
触
れ
て
い
る
の
は
五
件
、
う
ち
三
件
は
「
自
区
内
処
理
」
に
も
言
及
し

(
凶
)

て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
報
道
に
よ
っ
て
、
公
衆
の
間
に
も
「
白
区
内
処
理
」
が
徐
々

に
浸
透
し
て
い
く
。
七
一
年
一
一
一
月
、
東
京
都
都
民
室
が
ま
と
め
た
都
民

へ
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
自
区
内
処
理
」
に
賛
成
す
る
都
民
は
約
六

割
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
七
三
年
一

O
月
の
社
会
調
査
研
究
所
の
世
論
調

査
で
は
、
賛
成
す
る
都
民
は
八
三
%
に
上
っ
て
い
る
(
『
朝
日
』
一
九
七

一
、
一
二
/
二
一
二
、
一
九
七
三
、
一

O

/
二
三
)
。
ま
た
七
四
年
一
月
、

東
京
都
が
ま
と
め
た
世
論
調
査
結
果
で
は
、
「
白
区
内
処
理
」
原
則
に
「
賛

成
」
六
九
・
五
%
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
賛
成
」
十
四
・
六
%
、
あ
わ

せ
て
八
四
・
一
%
が
賛
成
し
て
い
る
(
『
朝
日
』
一
九
七
四
、
一
/
一
五
)
。

こ
の
よ
う
に
、
江
東
区
と
東
京
都
が
、
主
張
し
た
「
白
区
内
処
理
」
原
則

は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
集
中
的
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
衆

の
認
知
を
得
、
文
字
ど
お
り
原
則
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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「
杉
並
問
題
」
の
焦
点
化

前
述
の
よ
う
に
、
「
杉
並
問
題
」
は
、
東
京
都
に
よ
っ
て
「
東
京
ゴ
ミ

戦
争
」
解
決
の
鍵
と
し
て
再
定
義
さ
れ
た
。
こ
の
争
点
定
義
が
公
衆
に
拡

大
す
る
過
程
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
公
衆
の
認
識
や
態
度
に
大
き
な

影
響
を
与
え
、
ひ
い
て
は
「
杉
並
問
題
」
の
展
開
を
規
定
し
た
。
以
下
で

は
、
「
杉
並
問
題
」
に
つ
い
て
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
内
容
を
分
析

杉並区
391牛
47% J¥温

zp二~I
グラフ2…アジェンダ形成期の地区別
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す
る
。
こ
こ
で
利
用
す
る
素
材

は
、
一
九
七
O
年
か
ら
七
四
年

ま
で
の
聞
に
『
朝
日
新
聞
』
全

国
版
お
よ
び
東
京
版
に
掲
載
さ

れ
た
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に

関
す
る
一
八
六
件
の
記
事
で
あ

(
げ
)

る
。
こ
の
う
ち
、
杉
並
区
に
言

及
し
た
記
事
は
六
八
件
で
あ
り
、

他
方
、
江
東
・
杉
並
以
外
の
区

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
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は
二
三
件
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
う
ち
、
杉
並
区
と
他
区
の
両
方
に
言
及
し

て
い
る
記
事
は
一
三
件
で
あ
っ
た
。

期
間
を
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
期
に
限
定
す
る
と
、
記
事
九
六
件
中
、
杉
並

区
に
言
及
す
る
も
の
が
二
四
件
、
他
区
に
言
及
す
る
も
の
は
七
件
で
、
、
っ

ち
六
件
は
杉
並
区
に
も
言
及
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
期
間
の
『
読
売
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
八
二
件
の
記
事
の
、
っ
ち
で
、
杉
並
区
に
つ
い
て
言
及
し
た

も
の
は
二
三
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
他
区
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は

一
七
件
で
あ
っ
た
。
同
様
に
『
毎
日
新
聞
』
で
は
、
七
七
件
の
記
事
中
、

杉
並
区
に
言
及
し
た
も
の
は
十
四
件
、
他
区
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は

(
日
)

一
九
件
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
杉
並
区
に
つ
い
て
の
報
道
で
目
立
つ
の
が
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争

の
鍵
を
握
る
」
と
い
っ
た
記
述
を
含
む
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の
焦
点
と

し
て
の
「
杉
並
問
題
」
と
い
う
枠
組
を
強
調
す
る
記
事
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
江
東
区
の
抗
議
は
杉
並
区
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
江
東

区
対
杉
並
区
」
と
い
う
対
立
図
式
の
下
、
つ
い
に
は
江
東
区
に
よ
る
杉
並

区
の
ゴ
ミ
収
集
車
通
行
阻
止
に
至
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
対
立
関
係
の
報
道
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
な
傾
向
が
見

ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
苦
難
に
堪
え
忍
ん
で
き
た
江
東
区

と
、
特
権
的
地
位
を
享
受
し
て
き
た
杉
並
区
、
と
い
う
基
本
図
式
で
あ
る
。

「
下
町
対
山
の
手
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
両
地
域
の
歴
史
的
格
差
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
多
数
者
の
抑
圧
に
対
す
る
少
数
者
の
抗
議
と

い
う
点
で
は
、
江
東
区
の
主
張
も
杉
並
反
対
派
の
主
張
も
、
同
等
と
言
い

得
る
要
素
を
持
つ
。
「
白
区
内
処
理
」
の
理
念
的
根
拠
で
あ
る
「
迷
惑
の

公
平
な
負
担
」
「
平
等
」
「
自
治
」
は
、
区
内
の
他
地
区
と
の
格
差
に
つ
い

て
の
杉
並
反
対
派
の
主
張
に
も
、
等
し
く
正
当
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
正
当
性
は
、
不
利
益
を
蒙
っ
て
き
た
江
東
区
と
の
対

立
関
係
の
中
で
は
、
認
め
ら
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
江
東

区
に
つ
い
て
の
報
道
は
同
情
的
に
、
杉
並
区
に
つ
い
て
の
報
道
は
批
判
的

に
な
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
反
対
同
盟
の
運
動
に
反
発
し
、
工
場
建
設
用

地
の
強
制
収
用
を
支
持
す
る
世
論
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
七
一
年
一
二
月

に
東
京
都
都
民
室
が
ま
と
め
た
世
論
調
査
で
は
、
江
東
区
の
主
張
に
賛
成

し
た
人
は
七
三
%
で
、
杉
並
清
掃
工
場
の
建
設
反
対
運
動
に
対
し
て
は
、

「
賛
成
」
四
四
%
、
「
反
対
」
一
一
一
一
%
で
あ
っ
た
(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、

一
二
/
二
三
)

J

と
こ
ろ
が
、
七
三
年
一

O
月
に
社
会
調
査
研
究
所
が
実

施
し
た
世
論
調
査
で
は
、
江
東
区
の
主
張
へ
の
賛
成
が
八
九
%
で
あ
る
の

に
対
し
、
杉
並
反
対
派
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
「
賛
成
」
一
八
%
、
「
ど
ち

ら
と
も
い
え
な
い
」
二
五
%
、
「
反
対
」
五
二
%
と
な
っ
て
い
る
(
『
朝
日
』

一
九
七
三
、
一

O

/
二
三
)
。
さ
ら
に
、
七
四
年
一
月
の
東
京
都
の
世
論

調
査
で
は
、
杉
並
反
対
派
に
対
す
る
都
の
強
権
発
動
に
、
「
賛
成
」
は
七

北法52(2・159)589
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一
・
二
%
に
上
り
、
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
「
反
対
」
は
各
々
二
五
・

九
%
、
二
・
八
%
に
止
ま
っ
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
東
京
都
の
争
点

定
義
を
受
容
し
報
道
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
杉
並
問
題
」
焦
点
化
戦
略
を
、

成
功
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。

-
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
の
分
析

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
集
中
的
に
報
道
さ
れ
た
こ
つ
の
シ
ン
ボ

ル
、
「
白
区
内
処
理
」
と
「
杉
並
問
題
」
の
う
ち
、
前
者
は
東
京
都
と
江

東
区
双
方
の
争
点
定
義
に
共
通
す
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、

東
京
都
が
独
自
に
提
示
し
た
争
点
定
義
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ
で
の
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
は
、
江
東
区
ま
た
は
東
京
都
に
有
利
な

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
は
、
諸
ア
ク
タ
ー
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
利
用
の

成
否
を
決
す
る
要
因
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ク
タ
ー
の
活
動
の
成
否
か

ら
も
、
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
都
は
、

江
東
区
の
ゴ
ミ
搬
入
阻
止
の
う
ち
、
多
く
の
都
民
に
影
響
が
及
ぶ
埋
め
立

て
全
面
阻
止
の
回
避
に
成
功
し
た
。
ま
た
、
懸
案
で
あ
っ
た
「
杉
並
問
題
」

を
解
決
し
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
処
理
施
設
建
設
を
も
、
あ
る
程
度
進
展
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
他
方
江
東
区
は
、
区
内
を
通
る
ゴ
ミ
収
集
車
数

を
減
少
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
の
他
の
点
で
は
十
分
な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
な

か
っ
た
。
東
京
都
で
ゴ
ミ
の
全
量
焼
却
が
実
現
し
た
の
は
一
九
九
七
年
の

こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
最
終
処
分
は
い
ま
だ
に
「
江
東
区
地
先
の
海
面

だ
け
が
頼
り
」
(
清
水
一
九
九
九
、
五
三
頁
)
で
あ
る
。
一
九
九
六
年

時
点
で
も
、
ゴ
ミ
の
処
理
量
と
白
区
内
か
ら
の
排
出
量
の
差
は
、
江
東
区

が
最
大
で
あ
り
、
ま
た
、
清
掃
工
場
を
持
た
な
い
区
が
七
区
あ
っ
て
、
「
白

(
印
)

区
内
処
理
」
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
「
白
区
内
処
理
」
と
い
う
シ
ン
ボ

ル
は
、
「
地
域
間
格
差
」
の
解
消
で
は
な
く
、
「
杉
並
問
題
」
の
解
決
に
、

よ
り
貢
献
し
た
と
い
え
る
。
以
上
の
点
か
ら
は
、
東
京
都
に
有
利
な
メ
デ
ィ

ア
・
バ
イ
ア
ス
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
の
存
在
は
、
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ

l
ス
の
偏
在
か
ら

も
推
測
で
き
る
。
本
節
「
白
区
内
処
理
」
で
利
用
し
た
、
『
朝
日
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
二

O
四
件
の
記
事
の
中
で
、
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ

l
ス
が
明
確

(
ぬ
)

な
一

O
二
件
の
内
訳
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
の

全
期
間
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ

l
ス
が
東
京
都
で
あ
る
記
事
は
六
四

件
、
江
東
区
は
四
二
件
、
杉
並
区
は
五
一
件
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
エ

ン
ダ
形
成
期
の
記
事
一

0
0
件
に
絞
る
と
、
ソ
ー
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
記

事
五
五
件
中
、
東
京
都
コ
二
件
、
江
東
区
二
ハ
件
、
杉
並
区
一
五
件
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
同
期
間
中
の
『
読
売
新
聞
』
で
は
、
ソ
ー
ス
が
示
さ
れ
て
い

る
六
四
件
の
記
事
中
、
東
京
都
四
一
件
、
江
東
区
三
一
件
、
杉
並
区
二
四

件
で
あ
り
、
『
毎
日
新
聞
』
で
は
、
記
事
五
七
件
中
、
東
京
都
四
ご
一
件
、
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第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
一
般

に
、
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
は
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
総
体
に
共
通
す

る
構
造
的
・
非
意
図
的
要
因
に

よ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
上
記
以
外
の
要
因
、
す
な

わ
ち
、
各
メ
デ
ィ
ア
組
織
の
党
派
的
傾
向
が
影
響
し
て
い
た
と
い
う
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
。
権
力
H
保
守
勢
力
と
い
う
五
五
年
体
制
の
特
殊
な

時
代
状
況
の
中
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
権
力
批
判
的
傾
向
が
、
革
新

勢
力
の
象
徴
的
存
在
だ
っ
た
美
濃
部
知
事
に
有
利
に
働
い
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
「
朝
日
新
聞
』
な
ど
、
革
新
的
傾
向
を
持
つ
と
さ
れ
る
メ

デ
ィ
ア
は
、
反
保
守
的
な
バ
イ
ア
ス
の
結
果
、
単
に
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ

l
ス

上
の
偏
り
に
止
ま
ら
ず
、
東
京
都
寄
り
の
報
道
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
、
東
京
都
は
、
「
争
点

先
取
り
」
に
よ
る
公
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
へ
の
影
響
力
行
使
を
有
効
に
行
い
、

東京都

117件
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政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

グラフ 3…アジェンダ形成期の新聞記
事のニユース・ソース数

(三紙合計、計176件)

江
東
区
二
七
件
、
杉
並
区
一
九
件

(
れ
)

で
あ
っ
た
。
以
上
か
ら
、
特
に
ア

ジ
エ
ン
ダ
形
成
期
に
お
い
て
は
、

東
京
都
に
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
が

偏
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
を
有
利
に
展
開
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
江

東
区
は
、
要
求
の
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化
に
は
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
策
に
よ
り
要
求
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、

江
東
区
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
公
衆
へ
の
依
存
に
求
め
ら
れ
る
。
江
東
区

は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
公
衆
を
利
用
し
、
影
響
力
を
伸
ば
し
た
。
し
か

し
東
京
都
は
、
こ
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
公
衆
に
争
点
定
義
を
受
容
さ
せ

る
こ
と
で
、
自
ら
の
利
益
に
沿
う
政
策
決
定
を
行
う
と
同
時
に
、
こ
の
両

者
に
自
身
の
対
応
の
適
切
性
を
印
象
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
た
両
者
は
沈
黙
し
、
そ
の
結
果
、
主
要
な
影
響
力

の
源
泉
を
失
っ
た
江
東
区
は
、
要
求
の
実
現
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

-
結
論
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
し
た
役
割
を

ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
紛
争
を

公
衆
に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
、
政
策
決
定
者
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
増
大

さ
せ
、
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化
の
契
機
を
つ
く
っ
た
。
し
か
し
、
制
度
ア
ジ
エ

ン
ダ
構
築
に
は
東
京
都
の
「
争
点
先
取
り
L

が
機
能
し
て
お
り
、
こ
れ
を

可
能
に
し
た
の
も
、
ま
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
東
京
都
は
、
「
先

取
り
」
に
よ
っ
て
、
公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
に
影
響
を
与
え
得
る
状
況
を
作
り

出
し
た
。
公
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
過
程
で
は
、
東
京
都
と
江
東
区
が
そ
れ
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ぞ
れ
の
争
点
定
義
を
主
張
し
た
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
東
京
都
の
争

点
定
義
を
受
容
し
、
公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
に
対
す
る
東
京
都
の
影
響
力

行
使
を
有
効
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
公
衆
は
、
東
京
都
の
利
益
に
沿
っ
た

政
策
決
定
に
満
足
し
、
江
東
区
の
抗
議
は
鎮
静
化
さ
れ
た
。
「
東
京
ゴ
ミ

戦
争
」
に
お
い
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
政
策
決
定
者
の
影
響
を
公
衆

へ
と
注
入
す
る
こ
と
で
、
「
世
論
操
作
」
を
可
能
と
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
議
論
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
東
京
都

に
よ
る
「
世
論
操
作
」
の
万
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
東
京
都

の
主
張
が
受
容
さ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
政
策
的
な
実
現
可
能
性
お
よ
び

問
題
へ
の
対
応
力
が
古
向
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ

と
か
ら
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
の
極
小
性
を
結
論
す
る
の
も
誤
り
で

あ
る
。
東
京
都
の
主
張
し
た
政
策
は
、
実
現
可
能
な
唯
一
の
政
策
で
も
、

恐
ら
く
最
高
の
政
策
で
も
な
か
っ
た
。
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
政
策
選

好
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
の
で
あ
る
。

終
章

第

ん宍a

llP 

メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
の
影
響

日
本
の
全
国
紙
は
紙
面
の
内
容
に
お
い
て
画
一
的
な
傾
向
が
強
い
、
と

の
指
摘
が
多
い
。
本
稿
の
事
例
分
析
に
お
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
見
ら

れ
た
。
こ
の
報
道
内
容
の
画
一
性
は
、
各
報
道
組
織
の
価
値
志
向
の
画
一

性
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
般
に
、
日
本
の
全
国
紙
の
価
値
志
向

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お

い
て
は
、
八
王
国
=
一
紙
の
う
ち
、
『
毎
日
新
聞
』
が
、
大
住
広
人
記
者
を
中

心
に
、
取
材
・
報
道
に
最
も
力
を
入
れ
て
い
た
(
太
田
一
九
七
九
、
一

四
=
一
頁
参
照
)
0

『
毎
日
新
聞
』
は
、
解
説
記
事
の
中
で
、
「
杉
並
問
題
」

に
関
わ
る
東
京
都
の
活
動
を
「
高
井
戸
孤
立
化
作
戦
」
「
地
域
エ
ゴ
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
と
呼
び
、
問
題
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
行
動
と
分
析
す
る
な

ど
、
時
折
独
自
の
視
点
を
示
し
た
(
『
毎
日
』
一
九
七
回
、
)
一
/
二
五
)
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
独
自
性
は
、
日
常
的
な
報
道
の
内
容
に
は

反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
結
果
、
報
道
記
事
に
お
い
て
は
、
各
紙

と
も
似
通
っ
た
内
容
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
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報
道
内
容
の
画
一
性
の
多
く
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
総
体
と
し
て
の
構

造
的
バ
イ
ア
ス
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
と

り
わ
け
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
特
徴
的

な
取
材
制
度
で
あ
る
「
記
者
ク
ラ
ブ
制
」
お
よ
び
「
番
記
者
制
」
と
、
第

二
次
世
界
大
戦
に
関
わ
る
経
験
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
中
立

報
道
原
則
」
で
あ
る
。
「
記
者
ク
ラ
ブ
制
」
と
「
番
記
者
制
」
は
、
公
的
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政
治
制
度
内
に
位
置
す
る
ア
ク
タ
ー
へ
の
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
の
偏
在
傾

向
を
生
む
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
政
策
決
定
者
へ
の
偏
り
と
な
る
。
ま

た
、
「
中
立
報
道
原
則
」
も
、
機
械
的
に
適
用
さ
れ
た
場
合
、
政
策
決
定

(n) 

者
寄
り
の
バ
イ
ア
ス
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が

権
力
の
監
視
を
目
的
と
す
る
以
上
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
政
策
決
定
者
の

行
動
を
重
視
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー

ス
・
ソ

l
ス
の
偏
り
と
機
械
的
な
「
中
立
報
道
」
に
よ
っ
て
、
政
治
過
程

に
お
い
て
政
策
決
定
者
の
争
点
定
義
が
優
先
的
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
結
果
的
に
公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
へ
の
政
策
決
定
者
の
影
響
力
行
使

が
強
化
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
決
定
者
に
有
利
な
バ
イ
ア
ス
の
影
響
は
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
の
反
権
力
的
傾
向
や
平
和
主
義
的
・
護
憲
主
義
的
バ
イ
ア
ス
に

よ
っ
て
抑
制
さ
れ
う
る
。
こ
れ
ら
の
抑
制
要
因
は
、
五
五
年
体
制
下
で
は
、

国
政
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
高
い
争
点
に
お
い
て
、
特
に
有

効
に
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
の
事
例
の
よ
う
に
、
こ
の
条

件
を
満
た
さ
な
い
争
点
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
は
政
策
決

定
者
に
有
利
に
機
能
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

政
治
的
紛
争
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

乏
し
い
政
治
資
源
し
か
持
た
な
い
集
団
が
、
自
ら
の
要
求
を
制
度
ア

ジ
エ
ン
ダ
化
す
る
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
「
紛
争
拡
大
戦

略
」
が
有
効
で
あ
る
。
政
策
決
定
者
の
「
争
点
先
取
り
戦
略
」
は
、
こ
れ

へ
の
対
抗
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
争
点
先
取
り
戦
略
」
が

用
い
ら
れ
た
場
合
、
イ
ニ
シ
エ
ー
タ

l
の
要
求
は
、
一
応
制
度
ア
ジ
エ
ン

ダ
化
さ
れ
る
た
め
に
、
政
治
過
程
の
開
放
性
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
印
象
が
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
直
ち
に
結
論
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

「
争
点
先
取
り
戦
略
」
が
と
ら
れ
る
と
、
制
度
ア
ジ
ェ
ン
ダ
構
築
が
、

公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
形
成
に
先
行
す
る
。
こ
の
た
め
、
イ
ニ
シ
エ
ー
タ
!
と

政
策
決
定
者
の
双
方
が
、
自
ら
に
有
利
な
環
境
を
形
成
す
る
た
め
に
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
へ
の
影
響
力
行
使
を
争
う
こ

と
に
な
る
。

前
述
の
通
り
、
日
本
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
が
政
策
決
定
者
に

有
利
に
機
能
す
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
公
的
ア
ジ
エ
ン
ダ
に
対

す
る
イ
ニ
シ
エ
ー
タ

l
の
影
響
力
は
相
対
的
に
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

政
策
決
定
者
の
主
張
す
る
争
点
定
義
が
公
衆
に
受
容
さ
れ
や
す
い
。
ま
た
、

こ
の
メ
デ
ィ
ア
・
バ
イ
ア
ス
の
た
め
、
「
争
点
先
取
り
」
が
行
わ
れ
た
場

合
、
た
と
え
そ
れ
が
公
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
へ
の
影
響
力
行
使
を
意
図
し

た
戦
略
的
行
動
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
続
く
公
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
に
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お
い
て
、
政
策
決
定
者
が
有
利
と
な
る
可
能
性
は
高
い
。
こ
う
し
て
政
策

決
定
者
の
主
張
す
る
争
点
定
義
が
公
衆
に
受
容
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に

沿
っ
た
政
策
自
体
も
妥
当
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

す
な
わ
ち
、
公
衆
の
合
意
が
、
政
策
決
定
者
の
「
争
点
先
取
り
」
に
よ
っ

て
誘
導
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
政
策
決
定
者
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
政
治
過
程
へ
の
統
制
力
を
高
め
て
他
集
団
の
影
響
力
を
抑
制
し
、
公

衆
の
合
意
を
調
達
し
つ
つ
、
自
ら
の
利
益
に
沿
っ
た
政
策
決
定
を
可
能
し

う
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ニ
シ
エ
ー
タ

l
の
要
求
の
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化
は

成
功
す
る
も
の
の
、
結
局
そ
の
要
求
が
満
た
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
紛
争
は

鎮
静
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
政
策
決
定
者
は
、
「
争
点
先
取
り
」
に
よ
り
、

政
治
過
程
の
開
放
性
と
政
策
決
定
の
民
主
主
義
的
正
当
性
と
を
印
象
付
け

つ
つ
、
自
己
の
利
益
に
沿
う
政
策
決
定
を
行
い
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
政

策
決
定
手
法
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。
以
上
か
ら
、
日
本
の
政
治
過
程
に
お
い
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、

政
策
決
定
者
の
政
治
過
程
に
対
す
る
統
御
能
力
を
強
化
し
う
る
、
と
結
論

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
蒲
島
が
提
示
し
た
メ
デ
イ

ア
多
元
主
義
モ
デ
ル
で
は
十
分
説
明
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
モ
デ
ル
が
全
面
的
に
無
効
と
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
示
さ
れ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
は
、
メ

デ
ィ
ア
多
元
主
義
モ
デ
ル
が
主
張
す
る
機
能
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
発
現
す
る
条
件
の
解
明
は
、
開

放
性
の
高
い
政
治
過
程
を
実
現
す
る
う
え
で
、
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

こ
の
た
め
に
は
、
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
の
性
質
、
争
点
の
特
性
、
紛
争
継

続
期
間
、
社
会
環
境
等
の
条
件
に
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
た
、
よ
り

多
く
の
事
例
研
究
の
蓄
積
と
比
較
研
究
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
本
稿
の
枠
を
超
え
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
だ
け

に
と
ど
め
て
お
く
。
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注
(
l
)
こ
こ
で
は
主
に
、
大
住
、
杉
並
正
用
記
念
財
団
、
津
村
、
寄
本

ら
の
議
論
を
参
考
に
し
た
(
大
住
一
九
七
二
、
杉
並
正
用
記
念

財
団
一
九
八
=
コ
津
川
一
九
九
三
つ
寄
本
一
九
七
三
)
。

ま
た
、
「
朝
日
新
聞
』
、
「
毎
日
新
聞
』
、
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ

れ
た
記
事
を
補
足
的
に
利
用
し
た
。

(2)
「
ハ
エ
騒
動
」
と
は
、
一
九
六
五
年
五
月
、
江
東
区
で
ハ
エ
が
大

量
発
生
し
、
区
民
の
生
活
に
悪
影
響
を
与
え
た
問
題
で
あ
る
。
こ

の
原
因
は
、
夢
の
島
で
の
ゴ
ミ
処
理
に
関
し
て
当
初
計
画
さ
れ
た

公
害
防
止
手
順
が
、
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
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て
江
東
区
民
は
、
ゴ
ミ
埋
め
立
て
反
対
運
動
を
展
開
し
、
ゴ
ミ
収

集
車
の
区
内
通
行
実
力
阻
止
も
提
案
さ
れ
た
。

(
3
)
本
稿
で
い
う
杉
並
反
対
派
と
は
、
五
つ
の
新
候
補
地
に
お
い
て

結
成
さ
れ
た
、
清
掃
工
場
建
設
に
反
対
す
る
諸
組
織
を
意
味
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
、
あ
く
ま
で
も
特
定
地
域
の
建
設
計

画
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
区
内
へ
の
建
設
計
画
一
般
に
反
対

す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
4
)
内
藤
祐
作
反
対
同
盟
委
員
長
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
高

井
戸
以
外
の
あ
る
地
区
の
反
対
派
に
加
わ
っ
て
い
た
新
左
翼
に
よ

る
計
画
的
行
動
だ
っ
た
(
津
川
一
九
九
三
、
一
七
一
頁
)

0

(
5
)
決
定
は
、
都
区
懇
に
お
い
て
デ
ル
フ
ア
イ
法
を
用
い
て
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
デ
ル
ブ
ア
イ
法
と
は
、
社
会
調
査
の
質

問
票
法
で
あ
り
、
そ
の
名
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
デ
ル
フ
オ
イ
の
神

託
に
由
来
す
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
専
門
家
が
予
め
比
較
項
目
を

設
定
し
、
そ
の
項
目
に
基
づ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
。
そ
の
結

果
は
回
答
者
に
配
布
さ
れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
項
目
の
削
除
・
追
加

を
行
っ
た
後
に
、
再
度
回
答
が
行
わ
れ
る
。
デ
ル
フ
ア
イ
法
に
は
、

回
答
と
集
計
を
繰
り
返
す
事
」
と
で
客
観
的
な
評
価
が
可
能
と
な
る
、

と
い
う
長
所
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
都
区
懇
の
決
定
に
お
い

て
は
、
回
答
が
一
度
し
か
行
わ
れ
ず
、
デ
ル
フ
ア
イ
法
の
手
続
と

し
て
は
不
完
全
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
な

か
っ
た
。

(
6
)
内
藤
庄
右
衛
門
氏
は
反
対
同
盟
の
地
主
団
長
で
あ
っ
た
。

反
対

同
盟
委
員
長
の
内
藤
祐
作
氏
は
庄
右
衛
門
氏
の
血
縁
で
あ
る
が
、

候
補
地
内
の
土
地
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

(7)
こ
こ
ま
で
述
べ
た
高
井
戸
の
特
質
に
つ
い
て
、
大
住
(
一
九
七

一
一
、
二
三
=
一
頁
)
参
照
。

(
8
)
内
藤
祐
作
氏
は
、
次
の
よ
う
な
証
言
を
し
て
い
る
。
「
十
二
ケ
所

の
候
補
地
の
中
で
高
井
戸
を
除
く
十
一
ヶ
所
に
は
元
区
議
会
議
長

を
は
じ
め
有
力
議
員
、
ま
た
御
子
柴
副
知
事
ら
の
有
力
者
の
自
宅
、

な
い
し
は
シ
ン
パ
が
お
り
、
政
治
的
抵
抗
性
が
高
い
。
こ
れ
に
比

べ
、
当
高
井
戸
は
区
議
一
人
い
な
か
っ
た
」
(
大
住
一
九
七
二
、

二
三
九
頁
)
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
津
川
も
同
様
の
主
張

を
し
て
い
る
(
津
川
一
九
九
一
二
、
二
一
五
一
二
六
頁
)
。

(
9
)
美
濃
部
知
事
の
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
(
杉
並
正
用
記
念
財
団
一

九
八
三
、
一

O
凹
|
一

O
六
頁
)
。

(
叩
)
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
津
川
の
議
論
の
よ
う

に
、
ゴ
ミ
問
題
に
関
わ
る
「
排
出
抑
制
」
に
つ
い
て
の
指
摘
は
多

い
(
津
川
一
九
九
一
二
、
一
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
)
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
争
点
定
義
も
、
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
に
お
い
て
は
、
十
分
普
及

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(
日
)
知
事
は
、
「
対
話
都
政
」
「
参
加
都
政
」
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
・

フ
レ
ー
ズ
を
選
挙
戦
に
用
い
、
ま
た
、
就
任
演
説
に
お
い
て
フ
ラ

ン
ツ
・
フ
ア
ノ
ン
を
引
用
し
、
住
民
の
反
対
が
あ
る
な
ら
橋
一
本

も
架
け
な
い
、
と
述
べ
て
い
た
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
、
「
守
り
は
堅
い
軍
隊
式
ト
リ
デ
」
(
『
朝
日
』

一
九
六
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九
、
八
/
七
)
と
い
っ
た
物
々
し
い
見
出
し
が
付
け
ら
れ
る
な
ど

し
た
。
こ
の
他
、
『
朝
日
』
(
一
九
七
一
、
一
一
/
九
)
な
ど
参
照
。

(
日
)
こ
の
時
、
全
国
紙
三
紙
は
い
ず
れ
も
大
き
な
扱
い
を
し
て
い
る
。

「
朝
日
新
聞
」
は
、
全
国
版
社
会
面
の
ト
ッ
プ
記
事
と
し
て
い
る

(
『
朝
日
』
一
九
七
一
、
九
/
二
六
)
。
ま
た
『
毎
日
』
(
一
九
七
一
、

九
/
五
)
参
照
。

(M)
こ
こ
で
の
東
京
都
の
戦
略
的
意
図
は
、
江
東
区
と
の
連
携
を
図

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
清
掃
工
場
建
設
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
他
方
、
「
争
点
先
取
り
戦
略
」
の
目
的
た
る
、
公
的
ア
ジ
エ

ン
ダ
形
成
に
対
す
る
影
響
力
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
図
の
有

無
に
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
つ
ま
り
、
東
京
都
の
「
争
点
先
取
り
」

は
、
戦
略
的
行
為
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
争
点
先
取
り
戦
略
」

と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。

(
日
)
こ
こ
で
は
、
『
朝
日
新
聞
戦
後
五
O
年
見
出
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
内
ヤ

問
。
玄
七
0
1
七
九
年
版
』
を
用
い
て
、
見
出
し
に
「
ゴ
ミ
戦
争
」

あ
る
い
は
「
杉
並
清
掃
工
場
」
の
語
を
含
む
記
事
を
検
索
し
、
そ

の
中
か
ら
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
以
外
が
主
題
で
あ
る
も
の
を
除
い

た
、
ニ
O
四
件
の
記
事
を
使
用
し
た
。

(
日
)
こ
こ
で
の
『
読
売
新
聞
』
『
毎
日
新
聞
』
両
紙
の
分
析
に
は
、
縮

刷
版
か
ら
集
め
た
、
こ
の
期
間
中
の
「
ゴ
ミ
戦
争
」
関
連
記
事
を

用
い
た
。

(
口
)
こ
こ
で
は
、
『
朝
日
新
聞
戦
後
五
O
年
見
出
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ロ
)
1

問
。
玄
七
0
1
七
九
年
版
』
を
用
い
て
、
見
出
し
に
「
ゴ
ミ
戦
争
」

の
語
を
含
む
記
事
を
検
索
し
、
そ
の
中
か
ら
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」

以
外
が
主
題
で
あ
る
も
の
を
除
い
た
、
一
八
六
件
の
記
事
を
使
用

し
た
。

(
凶
)
こ
こ
で
の
「
読
売
新
聞
』
「
毎
日
新
聞
』
両
紙
の
分
析
に
は
、
縮

刷
版
か
ら
集
め
た
、
見
出
し
に
「
ゴ
ミ
戦
争
」
の
語
を
含
む
こ
の

期
間
中
の
「
ゴ
ミ
戦
争
」
関
連
記
事
を
用
い
た
。

(
日
)
東
京
の
ゴ
ミ
処
理
の
現
状
に
つ
い
て
、
清
水
(
一
九
九
九
、
五

一
ー
五
=
一
頁
)
。

(
却
)
た
だ
し
、
杉
並
区
に
つ
い
て
は
、
工
場
建
設
に
反
対
す
る
立
場

の
み
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
立
場
を
と
る
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ

l
ス
も

含
ま
れ
て
い
る
。

(
幻
)
こ
こ
で
用
い
た
『
読
売
新
聞
』
『
毎
日
新
聞
』
両
紙
の
記
事
は
、

「
自
区
内
処
理
」
に
つ
い
て
の
分
析
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
注

(
凶
)
参
照
。

(
辺
)
た
と
え
ば
、
制
度
ア
ジ
エ
ン
ダ
化
が
起
こ
っ
た
後
に
は
、
イ
ニ

シ
エ
ー
タ
ー
よ
り
も
政
策
決
定
者
に
つ
い
て
の
報
道
が
さ
れ
や
す

い
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
恐
ら
く
、
イ
ニ
シ
エ
ー
タ
ー
が
行
う

問
題
提
起
は
私
的
要
求
の
表
明
と
い
う
「
意
見
」
で
あ
る
の
に
対

し
、
政
策
決
定
者
の
行
動
は
問
題
へ
の
対
応
と
い
う
「
事
実
」
で

あ
る
と
さ
れ
や
す
い
、
な
ど
の
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
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資
料
一
:
・
美
濃
部
知
事
の
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
*
l

政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

清
掃
の
仕
事
は
市
民
の
日
常
生
活
に
最
も
深
く
密
着
し
て
お
り
、
す
べ

て
の
家
庭
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
ο

し
か
る
に
東

京
の
ゴ
ミ
は
最
近
十
年
間
に
、
経
済
の
高
度
成
長
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て

急
速
に
増
加
し
、
区
部
で
二
・
三
倍
に
増
大
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
ゴ

ミ
の
質
の
面
か
ら
見
て
も
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
、
こ
れ
が
清
掃
事
業
に

著
し
い
困
難
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
第
一
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
増

加
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
生
産
量
は
、
昭
和
三
十
五

年
に
六
十
二
万
ト
ン
だ
っ
た
も
の
が
、
四
十
年
一
六
十
万
ト
ン
、
四
十
五

年
五
三
十
万
ト
ン
と
加
速
度
的
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、

東
京
都
の
清
掃
工
場
に
運
び
込
ま
れ
る
ゴ
ミ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
量
は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
と
、
ゴ
ミ
処
理
の
心
臓
部
に
当
た
る

ゴ
ミ
焼
却
炉
が
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
を
焼
く
と
き
発
生
す
る
多
量
の
熱
と
有
毒
ガ
ス
の
た
め
に
炉
が
過
熱
さ

れ
、
急
速
に
腐
蝕
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
通
産
省
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
昭

和
五
十
年
度
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
生
産
量
は
一
千
万
ト
ン
で
、
そ
の
大
半

が
廃
棄
物
と
し
て
出
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
は
埋
め

b
pも
一
般
の
ゴ
ミ
の
よ
う
に
腐
っ
て
自
然
に
還
元
す
る
と
い

う
こ
と
が
な
く
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
の
変
化
は
粗
大
ゴ
ミ
の
増
加
で
あ
り
ま
す
。
自
動
車
や
家
庭
電
化

製
品
、
ス
チ
ー
ル
家
具
類
な
ど
耐
久
消
費
財
の
大
量
生
産
、
大
量
消
費
の

傾
向
を
反
映
し
て
、
急
激
な
粗
大
ゴ
ミ
の
増
加
と
な
っ
て
現
れ
て
来
て
お

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
区
部
の
粗
大
ゴ
ミ
の
処
理
量
は
、
昭
和
三
十
六
年

の
四
万
一
千
ト
ン
か
ら
四
十
五
年
に
は
一
九
万
ト
ン
と
五
倍
近
く
に
増
え

て
お
り
ま
す
。

第
三
は
危
険
な
産
業
廃
棄
物
の
増
大
で
あ
り
ま
す
。
産
業
廃
棄
物
の
排

出
旦
一
塁
は
家
庭
ゴ
ミ
の
十
倍
に
も
達
し
て
お
り
、
こ
の
中
に
は
、
廃
酸
、
廃

油
、
シ
ア
ン
、
そ
の
他
各
種
金
属
類
な
ど
処
理
、
処
分
が
極
め
て
困
難
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
や
産
業
廃
棄
物
の
問
題
は
都
市
の
生
活
環
境
の

保
全
、
ひ
い
て
は
人
類
の
生
存
に
と
っ
て
重
大
な
段
階
に
立
ち
至
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
ま
で
の
廃
棄
物
の
処
理
法
を
開
発
し
な
い

ま
ま
に
生
産
を
拡
大
し
た
結
果
、
問
題
が
累
積
し
、
一
斉
に
爆
発
し
始
め

た
の
で
あ
り
ま
す
。

従
来
、
廃
棄
物
の
処
理
は
自
治
体
の
仕
事
で
あ
る
と
し
て
、
政
府
は
全

く
無
関
心
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
は
高
度
成
長
政
策
の

も
た
ら
し
た
ひ
ず
み
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

政
府
が
こ
れ
ら
廃
棄
物
の
処
理
技
術
の
開
発
と
、
処
理
方
法
の
な
い
生
産

物
に
対
す
る
生
産
制
限
お
よ
び
生
産
者
の
廃
品
回
収
義
務
を
確
立
す
る
こ
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と
を
、
私
は
強
く
訴
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
迫
り
来
る
ゴ
ミ
の
危
機
は

都
民
の
生
活
を
脅
か
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
対
策
は
今

や
最
も
急
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
一
日
遅
れ
る
こ
と
は
将
来

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
招
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
い
ま
、
ゴ

ミ
戦
争
を
宣
言
し
、
徹
底
的
に
ゴ
ミ
対
策
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
こ
の
点
で
は
、
た
と
え
ば
下
水
道
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一

九
世
紀
後
半
に
す
で
に
で
き
上
が
っ
て
い
る
の
に
比
べ
、
は
な
は
だ
し
く

遅
れ
を
来
た
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
ゴ
ミ
対
策
は
今
か
ら
で
も
間
に

合
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
私
は
地
域
住
民
の
十
分
な
理
解
を
得

な
が
ら
、
計
画
に
基
づ
き
清
掃
工
場
と
埋
立
処
理
場
の
建
設
を
強
力
に
推

進
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ゴ
ミ
問
題
の
基
本
に
は
、
焼
却

場
の
問
題
や
埋
立
処
理
場
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

*
1

美
濃
部
知
事
の
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」
は
、
一
九
七
一
年
九
月
二
八

日
、
定
例
都
議
会
の
冒
頭
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
資
料
は
、
杉
並
正
用
記
念

財
団
に
よ
る
(
杉
並
正
用
記
念
財
団
一
九
八
三
、
一

O
四
l
一

O
六
頁
)
。

資
料
一
一
:
・
「
東
京
ゴ
ミ
戦
争
」
関
連
年
表
;

年

一
九
三
九
年

五
六
年
二
一
月

五
七
年

六
四
年

六
五
年

六
六
年

六
七
年

月一
一
月
一
九
日

日
五
月
一
一
日

四
月

五
月

九
月

一
月
一
四
日

四
月
一
六
日

七
日 日

出

日

来

事

内
務
省
告
示
に
よ
り
東
京
市
内
九
ヶ
所

の
塵
芥
焼
却
場
都
市
計
画
決
定

東
京
都
清
掃
局
が
焼
却
工
場
建
設
一

0

ヶ
年
計
画
策
定

東
京
都
が
ゴ
ミ
焼
却
場
の
呼
称
を
清
掃

工
場
と
改
め
る

東
京
都
が
江
東
区
に
七

O
年
ま
で
の
ゴ

ミ
全
量
焼
却
化
を
約
束

江
東
区
に
ハ
エ
が
大
量
発
生
(
ハ
エ
騒

動
)
、
東
京
都
が
七
一
年
以
降
は
埋
め

立
て
し
な
い
こ
と
を
確
認

東
京
都
が
杉
並
清
掃
工
場
の
建
設
候
補

地
二
一
ケ
所
を
公
表

東
京
都
が
杉
並
清
掃
工
場
建
設
地
を
高

井
戸
に
抜
き
打
ち
決
定

杉
並
清
掃
工
場
高
井
戸
地
区
建
設
反
対

期
成
同
盟
(
反
対
阿
盟
)
発
足

美
濃
部
亮
士
口
東
京
都
知
事
誕
生
、
内
藤

庄
右
衛
門
反
対
同
盟
地
主
団
長
が
杉
並

区
議
会
議
員
に
当
選
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六
八
年

七
O
年

七
一
年

六
月

ji、
月

一
一
月
一
九
日

八

月

五

日

九
月
二
七
日

二
八
日

一
O
月

六

日日

一
五
日

月

日

二
六
日

六
日

建
設
大
臣
告
示
に
よ
り
杉
並
清
掃
工
場

建
設
を
都
市
計
画
事
業
決
定

東
京
都
が
杉
並
工
場
用
地
強
制
収
用
手

続
開
始

収
用
審
理
委
員
会
で
審
理
開
始

東
京
都
と
江
東
区
の
協
議
会
で
都
が
一

五
号
埋
め
立
て
地
の
利
用
を
七
五
年
一

一
月
ま
で
延
長
す
る
よ
う
要
請

江
東
区
議
会
が
ゴ
ミ
持
ち
込
み
反
対
決

議
お
よ
び
公
開
質
問
状
送
付
を
決
定

美
濃
部
都
知
事
が
「
ゴ
ミ
戦
争
宣
言
」

知
事
が
杉
並
清
掃
工
場
建
設
推
進
を
表

日
刀
T
E
 
知
事
が
公
開
質
問
状
へ
の
回
答
で
自
区

内
処
理
方
式
支
持
を
表
明

知
事
が
高
井
戸
に
つ
い
て
土
地
強
制
収

用
を
行
う
意
向
を
表
明

反
対
同
盟
が
強
制
収
用
に
対
す
る
反
対

声
明
江
東
区
が
東
京
都
の
対
策
を
不
満
と
し

て
ゴ
ミ
搬
入
実
力
阻
止
を
、
決
定

東
京
都
が
江
東
区
に
再
度
の
回
答
、
江

東
区
は
搬
入
阻
止
を
中
止

日
七
日

七

年

一
二
月
一
八
日

七
二
年
二
月
二
六
日

四
月
一
九
日

六
月
二
O
日

一
O
月
一
九
日

一
二
月
一
六
日

二
二
日

月

日
九
日

東
京
都
が
収
用
審
理
委
員
会
に
土
地
権

利
取
得
の
裁
定
延
期
を
申
請

知
事
と
反
対
同
盟
が
強
制
収
用
を
し
な

い
と
い
う
覚
書
に
調
印

東
京
都
と
反
対
同
盟
の
対
話
開
始
、
知

事
が
高
井
戸
建
設
計
画
の
棚
上
げ
と
適

地
再
検
討
を
約
束

葛
飾
清
掃
工
場
拡
張
問
題
解
決

杉
並
工
場
適
地
再
検
討
の
た
め
の
第
一

回
都
区
懇
談
会
(
都
区
懇
)
開
催

杉
並
区
和
田
掘
公
園
内
の
年
末
年
始
。
コ

ミ
積
替
所
建
設
を
地
元
住
民
が
阻
止

都
区
懇
が
新
候
補
地
を
五
ヶ
所
に
絞
る
、

江
東
区
が
杉
並
の
積
替
所
建
設
限
止
を

「
地
域
エ
ゴ
」
と
し
て
東
京
都
の
厳
格

な
対
応
を
要
求

江
東
区
が
杉
並
区
か
ら
の
ゴ
ミ
の
搬
入

を
実
力
限
止
、
東
京
都
は
ゴ
ミ
積
替
所

を
杉
並
区
立
松
ノ
木
運
動
場
内
に
設
置

す
る
こ
と
を
決
定
、
東
京
都
ゴ
ミ
対
策

専
門
委
員
会
が
基
本
方
針
を
提
言

東
京
都
清
掃
局
が
都
内
の
既
設
清
掃
工

場
か
ら
の
規
制
値
を
超
え
る
有
害
物
質
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四
月

一
四
日

五
月
一
五
日

七
日日日

二
三
日

二
五
日

六

月

二

日
九
日

排
出
を
発
表
、
杉
並
反
対
派
住
民
の
一

斉
反
発

東
京
都
内
一
七
区
で
分
別
収
集
始
ま
る

杉
並
工
場
五
候
補
地
の
反
対
派
が
都
区

懇
に
「
住
民
不
在
だ
」
と
絶
縁
状
を
提

出杉
並
工
場
候
補
地
の
優
劣
を
決
め
る
都

区
懇
会
場
を
杉
並
反
対
派
が
占
拠
し
流

会
に
江
東
区
が
杉
並
区
か
ら
の
ゴ
ミ
搬
入
実

力
阻
止
を
決
定

都
区
懇
会
場
に
二
度
に
わ
た
っ
て
杉
並

反
対
派
が
乱
入
し
流
会
に
、
江
東
区
は

搬
入
阻
止
実
行
を
再
確
認

江
東
区
が
杉
並
の
ゴ
ミ
搬
入
実
力
阻
止
、

同
調
し
た
東
京
都
清
掃
労
働
組
合
も
回

収
拒
否
、
東
京
都
が
回
収
中
止

都
区
懇
が
不
完
全
な
デ
ル
フ
ア
イ
法
に

よ
り
候
補
地
を
高
井
戸
に
再
決
定

江
東
区
が
搬
入
阻
止
を
解
除

杉
並
区
が
高
井
戸
の
反
対
派
住
民
説
得

を
開
始

東
京
都
が
高
井
戸
工
場
に
つ
い
て
住
民

七
四
年

七
月
二

O
日

九
月

J¥ 
日

O 
月

日

月
一
一
月
二
八
日

四
月
二
三
日

九
日

五
日

七六
日日 日

参
加
型
の
基
本
案
提
示

知
事
が
九
月
末
ま
で
に
工
場
建
設
に
目

処
を
つ
け
る
こ
と
を
江
東
区
に
約
束

知
事
が
杉
並
工
場
用
地
費
五
七
億
円
の

予
算
計
上
を
決
定

知
事
が
緊
急
避
難
と
し
て
強
制
収
用
の

可
能
性
を
示
唆

江
東
区
が
東
京
都
に
再
度
公
開
質
問
状

を
送
付
、
中
央
防
波
堤
内
側
埋
め
立
て

工
事
実
力
阻
止
を
示
唆

江
東
区
が
ゴ
ミ
搬
入
一
時
中
止
の
解
除

を
宣
言

知
事
が
反
対
同
盟
に
五
日
ま
で
に
用
地

提
供
の
諾
否
を
回
答
す
る
よ
う
要
請

反
対
同
盟
が
現
時
点
で
は
回
答
不
能
と

東
京
都
に
対
話
続
行
を
要
求

東
京
都
が
対
話
打
ち
切
り

東
京
都
が
収
用
審
理
委
員
会
に
収
用
裁

決
延
期
の
撤
回
申
請

収
用
手
続
取
り
消
し
訴
訟
の
審
理
再
開

で
和
解
勧
告
、
東
京
都
側
が
和
解
の
意

思
を
表
明

反
対
同
盟
が
和
解
勧
告
受
諾

日
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収
用
審
理
委
員
会
で
も
高
井
戸
の
用
地

所
有
者
・
東
京
都
双
方
が
和
解
に
合
意

収
用
審
理
委
員
会
の
和
解
最
終
調
印

東
京
地
裁
で
収
用
手
続
取
り
消
し
訴
訟

の
和
解
成
立

二
五
日

一
月
二
一
日

二
五
日

政治的紛争過程におけるマス・メディアの機能(2・完)

*
2

本
年
表
は
、
『
朝
日
新
聞
』
「
毎
日
新
聞
』
『
読
売
新
聞
』
の
各
新

聞
記
事
、
お
よ
び
杉
並
正
用
記
念
財
団
、
津
村
に
よ
る
年
表
を
も
と
に
、

筆
者
が
作
成
し
た
(
杉
並
正
用
記
念
財
団
一
九
八
三
、
二
二
五
二
二

八
頁
、
津
村
一
九
九
三
、
一
八
七
頁
)
0
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The Functions of the Mass九fediain the 

Political Conf1ict Process 

Teruyoshi SHIBATA * 

The importance of the influence of mass media to the political process has been 

recognized for some time; however， there is limited number of studies relat巴dto出IS

problem. This thesis is the first step to approaching this problem. 1n this paper， the 

analyticaI objective is limited to the political conflict. The analysis is solely based on 

the influence of the mass media， eXplaining the emergence， development， conclusion to 

a political conflict from the interrelationships of the participant， audience， and the mass 

media. 

1n preparation for this thesis， two research areas were mainly surveyed-research on 

mass media and on political processes. Many research on lhe positive mass media tend 

to concentrate on the short-terrn， non-accumulative effects which the mass media's 

information exerts on the direct receiver， therefore many of the studies are out of the 

context of this paper. However， there were some that partly share the concerns of this 

paper which include: E. Noelle-Neumann's hypothesis of the “spiral of sil巴nce;"G. 

Gerbner's hypothesis on cultivation effect; M. McCombs and D. Show's research on 

agenda-setting. With respect to research on political processes， the idea of non 

d巴cision-makingby M. Bachrach and M. Baratz， as well as the idea of agenda building 

by R. Cobb and C. Elder， who were inspired by the idea of“non decisiolトmaking，"

were surveyed. LastIy， the referent pluralism model by 1. Kabashima， which is central 

to this paper， was surveyed. According to Kabashima， the mass media opens up the 

possibility of pluralistic political process， by allowing political partiαpation of the 

vanou5 group5 In 50αety. 

*Doctoral Student， Hokkaido University. 
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[n this paper， while referring to these existing researches， theoretical considerations 

are made regarding the influence of the mass media in a political conflict. The political 

process is composed of four actors which are as follows: a) the initiator; b) the 

decision-maker; c) the public; d) the mass media. The mutual relationships among 

these actors， and th巴influenceof each actor' s agendas (private agenda; institutional 

agenda; public agenda; and media agenda) within the political process are examined in 

further detail. It can be conclud吋 fromthese considerations that th巴 massmedia 

creates a route through which ag巴ndasinfluence each other， and that the mass media 

functions as the "gate keeper， " which regulates the use of that route. 

From these conclusions， a political process model that focuses on the interrelations 

and the changes of agendas is constructed. Furtherrnore， in the paper， it is pointed out 

that it is an effective strategy for the decision-maker to preempt a certain issue into an 

institutional agenda before the issue becomes a public agenda. By doing so， the 

decision-maker can strengthen th巴ircontrol within the political process. This 

preemption of issue becomes possible via the mass media. The following hypothesis is 

found by the above theoretical consideration: by making issue preemption by the 

decision-maker possible， and by forming the route through which the institutional 

agenda influence public agenda， the mass media becomes a tool to strengthen the 

decision-maker's control power within the political process. Moreover， with respect to 

issue preemption， because th巴 initiator's demand is once turned into an institutional 

agenda， the decision-maker may seem highly responsive to social demands. It can be 

said that the referent pluralism model by Kawashima does not give enough 

consideration to the above functions of mass media. 

[n terms of case analysis， one needs to point out the importance of issue definition 

and the symbols used by each actor when analyzing a political conflict process. Issue 

definition is the recognition of what the central issue is in a certain conflict， and the 

solution is suitable for that issue. Symbols are things， in many case certain words， by 

which the agenda is express巴dstraightforwardly or emphasized. 

In addition to the above， it is necessary to consider the biases of the mass media， 

when confirming its influence on a concret巴politicalconflict. M 

四回 北法52(2・370)800
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influence of the structural biases that are formed in mass media organizations訂e

bigger than the often-insisted partisan biases. The structural biases of the Japanese 

mass media， based on the experience of World War 11， emphasize the neutrality 

principle. In addition， there are factors unique to Japan such as“kisha kurabu" (press 

club) system and “ban kisha" (ban journalist) system. These factors tend to create 

uneven distribution of news sources to highly institutional actors， and as a result， 

structural biases of the Japanese mass media is expected to favorable to the 

decision-makers. 

The purposes of th巴caseanalysis are to illustrate the following: a) the validity of the 

original model by applying it to an actual case; b) the fact that a policy maker can 

strengthen controJ to the poJitical conflict process by issue preemption. The case 

analyzed is“Tokyo gomi sensou" (Conflict on waste disposal in Tokyo) in the 1970's. 

This case is suitable for the purpose of this paper due to the following reasons: a) 

citizen organizations initiated strong opposition movements; b) this case was well 

covered by the mass media; c) it drew wide public attention; d) the decision-maker 

responded immediateJy to the objections of citizen organization. (Cf.“Gomi sensou 

sengen"by MINOBE， Ryoukichi， the governor of Tokyo who responded to the Koutou 

ward) 

At the time， the Tokyo Metropolitan government was working on a waste disposal 

policy conversion from reclamation to incineration and proceeded with the incinerator 

construction. However， because of the counter movement， the deveJopment of 

incinerators did not proceed as planned. As a result， the actual disposal dep巴nded

heavily on reclamation to“Yume no shima" (Dream Island) in Koutou ward. The 

conflict of“Tokyo gomi sensou" consisted of two parts: a) the conflict between citizen 

organization in Koutou ward (the initiator) which opposed the reclamation and the 

Tokyo MetropoJitan government (the decision-maker) which proceeded with it; b) the 

conflict between the citizen organization in Takaido， Suginami ward (the initiator) 

which opposed the incinerator construction and the Tokyo Metropolitan government 

(the decision-maker) who proceeded with it. 

The following became clear from the result of this case analysis: a) the high 

北法52(2・369)799 W 
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responsiveness of the Tokyo Metropolitan government is the result of the issue 

preemption done by Tokyo， to use the opposition of Koutou ward for the conflict with 

Takaido inhabitants; b) among the Tokyo Metropolitan government and the two citizen 

groups， it was Tokyo that had the most effective influence to the public agenda; c) 

there were structural biases favorable for the decision-maker in the reports made by the 

mass media. From these results， it can be said that the mass m巴diacan fulfill certain 

functions in the political conflict process. That is to say， the mass media makes the 

d巴cision-maker'sissue pr巴emptionstrategy possible， which in turn forms the 

impression that non-elite groups can participat巴inthe political process. However， it 

actually functions to strengthen the control power of the decision-makers in the 

political conflict process. The resu¥t of the analysis in this paper does provide evidenc巴

against Kabashima's theory of r巴ferentpluralism model， which exaggerates the point 

that the mass media makes the participation of the non-elite group in the political 

process possible. 

Th巴resultof this thesis does not mean that the ref，巴rentpluralism model has little 

significance; on the contrary， the model and the result of this paper could provide 

means for modification to Kabashima's model. The next step is to elucidate the 

conditions that requires the modification to the referent pluralism model. This problem 

requires analysis of various case studies， and wil¥ be looked into in prospective 

research hereaft巴r.
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